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ふくねっと合同会社 



本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子

地形図20万を複製したものである。（承認番号 令和元年情複、第188号）。 

本書に掲載した地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図

（国土基本情報20万）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 令和元年情使、第192号）

なお、本書に掲載した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得

なければならない。 
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第一種事業を実施しようとする者の名称、代表者の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

 

事業者の名称   ふくねっと合同会社 

代表者の氏名   代表社員  大谷 明 

主たる事務所の所在地  福島県福島市栄町 1-35 



 

 
(2) 

 

(白紙のページ)
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第一種事業の目的及び内容 

第一種事業の目的 

風力発電をはじめとする再生可能エネルギーは、環境基本計画（平成 30 年 4 月）において、多様な

再生可能エネルギー源を活用することで、地域のエネルギー収支を改善し、足腰の強い地域経済の構

築に寄与し、再生可能エネルギーに関連する事業等を併せて行うことにより新たな雇用を生み出し、

地域の活力の維持・発展に貢献するものとされている。 

福島県では、東日本大震災及び原子力災害からの復興・再生を着実にすすめるため、震災前の平成

21 年に策定した福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」を全面的に見直し、「福島県総合計

画 ふくしま新生プラン」（平成 24 年 12 月）を策定している。本計画では、再生可能エネルギーを復

興・再生の牽引役として位置づけ、飛躍的に推進するとされている。 

また、震災前の平成 23 年 3 月に策定した「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」を見直した

「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）」（平成 24 年 3 月）では、福島県の再生可能エネ

ルギー導入推進の基本方針や目標、施策を示し、「県内のエネルギー需要量の 100%以上に相当する量

のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出す県」との目標を掲げている。 

さらに、本事業の関係市町においては、「新二本松市総合計画 二本松を元気に！新 5ヵ年プラン」

（二本松市）や「第 5次川俣町振興計画 後期基本計画」（川俣町）など、各自治体においても、再生

可能エネルギーの導入に向けた取り組みが推進されている。 

こうした社会情勢を鑑み、本地域における風力発電所の設置を推進し、得られたクリーンエネルギ

ーを供給することで地球環境保全及び地域の活性化に貢献することを目的とする。 

 

第一種事業の内容 

第一種事業の名称 

（仮称）麓山風力発電事業 

 

第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

事業実施想定区域の概要 

事業の実施が想定される区域：二本松市、川俣町（図 2.2-1、図 2.2-2 及び写真 2.2-1 参照） 

事業の実施が想定される面積：約 1,050ha （風力発電機の設置対象外の面積：約 275ha） 
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図 2.2-1 事業実施想定区域の位置 

事業実施想定区域 
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図 2.2-2 事業実施想定区域の周囲の状況 
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写真 2.2-1 事業実施想定区域の航空写真 

川俣町 

二本松市 

資料：NTT 空間情報,DigitalGlobe Inc. 
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事業実施想定区域の検討手法 

前述のとおり、本事業では、福島県にて平成 24 年に策定された「福島県再生可能エネルギー推

進ビジョン（改訂版）」や、関係市町による風力発電等の再生可能エネルギーの導入促進が図られ

ていることを踏まえ、本地域における風力発電所の設置を推進し、得られたクリーンエネルギーを

供給することで地球環境保全及び地域の活性化に貢献することを目的としている。 

本事業の事業実施想定区域は、以下の検討を踏まえて設定した。 

 

○風況条件による抽出 

事業実施想定区域周辺における風況マップを確認し、好風況となるエリアを抽出した。 

○社会インフラ整備状況等の確認 

既存の道路等が整備されている地域においては、道路の拡幅や林道の新設を低減することが可

能となる。改変面積の削減は環境面及びコスト面で重要であることから、既存のアクセス道路が

存在する範囲を確認した。 

上記の確認に加え、地形、土地利用状況、施工可能性等の制約条件を考慮し、事業実施想定区

域を設定した。 

○法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の確認 

社会インフラ整備状況等を考慮して設定した事業実施想定区域において、法令等の制約を受け

る場所等（自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、農用地区域、保安林等）の状況、環境保

全上留意が必要な施設等の状況を確認した。 
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○事業実施想定区域の検討フロー 

 

（1）風況条件による抽出（図 2.2-3） 

NEDO の局所風況マップから、風況条件が良いと思われる場

所を抽出 

 
 

（2）社会インフラ整備状況等の確認（図 2.2-4） 

既存の道路等の状況を確認し、事業実施想定区域を設定 

 

 

（3）法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要

な施設等の確認（図 2.2-5） 

法令等の制約（自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、

農用地区域、保安林等）状況を確認 

生活環境及び自然環境に配慮するため、学校、病院・診療

所・住宅等の施設、鳥獣保護区等、自然環境保全上の配慮が

必要な場所を確認。 

 

 

 

事業性配慮 

環境性・ 
事業性配慮 

規制配慮 

環境性配慮 
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事業実施想定区域の設定根拠 

事業実施想定区域の設定にあたっては、風況条件による候補地の抽出を行ったうえで、社会イン

フラ整備状況、法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等を確認し、事業実施

想定区域の検討を行った。 

検討の経緯を以下に示す。 

 

風況条件による抽出 

本計画段階において検討対象としたエリアは、図 2.2-3 に示すとおりであり、二本松市と川俣

町の市町境界付近である。このうち、局所風況マップ（NEDO：国立研究開発法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構）から好風況が見込まれる区域を事業実施想定区域として抽出することと

した。当区域は地上高 70m における年平均風速が約 6m/s 以上であり、風力発電に適した風況で

あると考えられる。 

 

社会インフラ整備状況等の確認 

候補地周辺のアクセス道の状況は、図 2.2-4 に示すとおりであり、風況条件により抽出した事

業実施想定区域の東側に国道 114 号、南側に国道 459 号、西側に国道 349 号が存在する。また北

側と南側の事業実施想定区域の間には主要地方道である原町二本松線が存在し、そこから区域に

至る林道や公道が存在する。 

以上の既存道路を利用することにより、道路の新設や拡幅面積等を低減することが可能であり、

施工時の資材等の搬入路として適した環境であると考えられる。 

 

法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の確認 

事業実施想定区域及びその周辺（図 2.2-5 の範囲内）において、以下に示す法令等の制約を受

ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等を確認した。 

・自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、農用地区域、保安林等 

・住宅、学校、病院、福祉施設等、生活環境の保全上配慮すべき施設 

・鳥獣保護区等、自然環境保全上の配慮が必要な場所 

 

事業実施想定区域及びその周辺における法令等の制約を受ける場所は、図 2.2-5（1）及び（2）

のとおりである。事業実施想定区域内には、農用地区域、埋蔵文化財、土砂災害警戒区域及び砂防

指定地が存在する。本事業では、法令等の制約を受ける場所において土地の形質の変更等が生じる

場合には、今後必要な許認可の取得を進める計画である。 

事業実施想定区域及びその周辺における生活環境の保全上配慮すべき施設の状況は、図 2.2-5

（2）のとおりであり、住宅、認定こども園、学校及び福祉施設が存在する。 

事業実施想定区域及びその周辺における自然環境保全上の配慮が必要な場所の状況は、図 2.2-

5（1）及び（2）のとおりであり、鳥獣保護区、史跡・名勝・天然記念物、巨樹・巨木林及び自然林

が存在する。 
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図 2.2-3 事業実施想定区域周辺の風況（地上高 70m）  

風速（m/s） 

資料：「局所風況マップ」（新エネルギー・産業技

術総合開発機構 HP、閲覧：平成 31 年 4

月） 
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図 2.2-4（1） 社会インフラ整備状況 

資料： 

1.「数値地図（国土基本情報）道路中心線」（国土

地理院） 

2.「環境アセスメントデータベース（イーダス）」

（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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図 2.2-4（2） 社会インフラ整備状況(拡大図) 

資料： 

1.「数値地図（国土基本情報）道路中心線」（国土

地理院） 

2.「環境アセスメントデータベース（イーダス）」

（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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図 2.2-5（1） 法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の状況 

資料は表 2.2-1（1）に記載した。 
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図 2.2-5（2） 法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の状況 

※住宅は、事業実施想定区域の端部から 2km 範囲内について、ゼンリン住宅地図（川俣町、二本松市）より所有者名称が確認された

住宅を示す。住宅等は、基盤地図情報における建築物の外周線を示す。 

この地図は、福島県の測量成果を使用したもので

ある。 

（令和元年 6 月 4日付け元森第 753 号にて承認） 

 

資料は表 2.2-1（2）に記載した。 
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表 2.2-1（1） 図 2.2-5（1）の出典資料 
資料：1.「国土数値情報 自然公園地域」（国土交通省、平成 22 年度） 

2.「福島県立自然公園及び自然環境保全地域位置図」(福島県、平成 22 年) 

3.「国土数値情報 農業地域」（国土交通省、平成 27 年度） 

4.「阿武隈川森林計画区 第 5次国有林野施業実施計画図」（関東森林管理局 福島森林管理署、平成 26 年度） 

5.「福島県森林計画図」（福島県) 

6.「福島県 土砂災害警戒区域等の指定箇所」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5月） 

7.「県北建設事務所管内図」（福島県県北建設事務所、平成 29 年） 

8.「福島県文化財センター白河館・まほろん文化財データベース」(福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

 

 

 

表 2.2-1（2） 図 2.2-5（2）の出典資料 
資料：1.「市内の小学校」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

2.「市内の中学校」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

3.「市町村立学校一覧」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

4.「保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育所・認可外保育所一覧」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

5.「保健福祉部 関連施設等名簿」（福島県保健福祉部、平成 30 年） 

6.「ゼンリン住宅地図 201710 川俣町、201712 二本松市」 

7.「基盤地図情報 建築物の外周線」（国土地理院、閲覧：令和元年 5 月） 

8.「平成 30 年度 福島県鳥獣保護区等位置図」（福島県 HP、閲覧：令和元年 5月） 

9.「福島県内の文化財」(福島県 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

10.「指定文化財」(二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月) 

11.「自然環境情報 GIS 提供システム巨樹・巨木調査」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

12.「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 
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第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

発電機 

設置する風力発電機の概要（予定）は、表 2.2-2 及び図 2.2-6 に示すとおりである。 

 

表 2.2-2 設置する風力発電機の概要（予定） 

項目 諸元 

発電機出力（定格出力） 2,350～4,200kW 級/基 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 約 92～約 117m 

ハブ高さ 約 85～約 98m 

全高 約 130～約 157m 

 

 

※基礎形状は未定 

図 2.2-6 設置する風力発電機の概要 

 

変電施設 

現在検討中である。 

 

送電線 

現在検討中である。 

 

系統連系地点 

北側と南側の事業実施想定区域の間に位置する東福島変電所を利用する予定である。（図 2.2-4

参照） 
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第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

第一種事業により設置される発電所の出力 

最大 96,600kW（定格出力 4,200kW 級風力発電機を最大 23 基程度設置） 

（※今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る場合は、

これを下回るよう出力制限により対応する。） 

 

第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

発電所の設備の配置計画及び基礎構造は、今後の現地調査の結果、許認可協議等を踏まえた概略

設計及び詳細設計において検討する計画であり、現時点で詳細は未定である。 

 

第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

工事期間は未定である。詳細な工程計画は、今後の系統連系協議、各種調査、設計を経て決定す

る。また、現時点で想定される工事内容は、下記のとおりである。 

○道路工事 

○造成・基礎工事 

○据付工事 

○電気工事 

 

なお、風力発電機の輸送には、事業実施想定区域周辺に存在する公道及び既存の林道を使用する

ことを想定しているが、現時点ではルートは未定である。 
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その他の事項 

複数案の設定について 

本事業の事業実施想定区域は、風況条件及び地形、土地利用状況、施工可能性等の制約条件に加

え、環境保全上留意が必要な施設等の状況を考慮し、比較的広域な範囲から事業実施想定区域を絞

り込む過程を経ている。また、この区域は現時点で改変の可能性のある範囲を包含するよう設定さ

れており、このような検討の進め方は、「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（平成 25 年 3 月 環

境省計画段階技術手法に関する検討会）において、「位置・規模の複数案」の一種とみなすことが

できるとされている。 

また、現時点では配置等は未定のため「配置・構造に関する複数案」は設定しなかった。 

今後の環境影響評価手続においては、施工可能性の検討、地権者や関係機関との協議を踏まえ位

置・規模等の熟度を高めるとともに配置・構造等の検討を行うことで、環境へ配慮した計画の作成

を進めることが可能であり、重大な環境影響の回避又は低減が可能である。 

なお、本事業は風力発電施設の設置を前提としており、ゼロ・オプションの検討は非現実的であ

ると考えられるため、対象としなかった。 
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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

事業実施想定区域及びその周辺における自然的状況及び社会的状況について、環境影響評価にあ

たって必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な最新の文献及び既存資料により把握した。 

自然的状況の概要は表 3-1 に、社会的状況の概要は表 3-2 に示すとおりである。 

 

表 3-1（1） 自然的状況の概要 

項目 地域特性 

気象、大気質、騒音、振動
その他の大気に係る環境
の状況 

【気象の状況】 
・事業実施想定区域は福島県の中通りに位置し、日本海側と太平洋側の中間

的気候となっている。 
・福島地方気象台における平年値の気象概況は、年平均気温が 13.0℃、年平

均風速が 2.4m/s、年最多風向が北東となっている。 
・飯舘地域気象観測所における平年値の気象概況は、年平均気温が 10.0℃、

年平均風速が 1.8m/s、年最多風向が西北西となっている。 
・船引地域気象観測所における平年値の気象概況は、年平均気温が 10.6℃、

年平均風速が 1.8m/s、最多風向が南西となっている。 

【大気質の状況】 
・事業実施想定区域周辺の一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局で

は、平成 29年度の測定結果として、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化
窒素、微小粒子状物質、一酸化炭素については環境基準を達成しているが、
全国的に環境基準達成率の低い光化学オキシダントについては環境基準を
達成していない。 

・大気汚染に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市では 7件発生しているが、
川俣町では発生していない。 

【騒音の状況】 
・騒音に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市では 5件発生しているが、川俣

町では発生していない。 

【振動の状況】 
・振動に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市及び川俣町において発生してい

ない。 

水象、水質、水底の底質そ
の他の水に係る環境の状
況 

【水象の状況】 
・事業実施想定区域の北側には一級河川阿武隈川水系広瀬川、小谷沢川、長滝
川、高根川が存在する。西側には一級河川阿武隈川水系針道川、安達太田川
等が存在する。南側から東側にかけては一級河川阿武隈川水系口太川が存
在する。 

・事業実施想定区域及びその周辺には湧水が 5 地点存在し、事業実施想定区
域内には「羽山の神明水」が存在する。 

【水質の状況】 
・事業実施想定区域周辺では、二本松市の 5 地点において河川水質検査が行

われており、全ての測定地点で大腸菌群数の最大値が、二本松市が当ては
めた B 類型の基準を超過しているが、その他の項目については基準を達成
している。 

・事業実施想定区域周辺では、平成 29年度は二本松市及び川俣町において地
下水水質の継続監視調査が行われている。調査地点 5 地点の内、二本松市
に位置する雑用水を測定した 1 地点において 1,2-ジクロロエチレンが環境
基準を超過しているが、その他の項目については基準を達成している。 

・水質汚濁に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市及び川俣町でともに 1件発
生している。 

【水底の底質の状況】 
・事業実施想定区域周辺では水底の底質の調査は実施されていない。 
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表 3-1（2） 自然的状況の概要 

項目 地域特性 

土壌及び地盤の状況 【土壌の状況】 
・事業実施想定区域は主に適潤性褐色森林土壌及び乾性褐色森林土壌から成

り立っている。 
・土壌汚染に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市及び川俣町において発生し

ていない。 

【地盤の状況】 
・「平成 29 年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省）によると、事業実施

想定区域及びその周辺において地盤沈下は確認されていない。 
・地盤沈下に係る苦情は、平成 29 年度は二本松市及び川俣町において発生し

ていない。 

地形及び地質の状況 【地形の状況】 
・事業実施想定区域周辺は主に山地・丘陵地が分布している。 
・事業実施想定区域周辺には重要な地形は存在しない。 

【地質の状況】 
・事業実施想定区域の表層地質は、主に花崗岩質岩石及び斑れい岩質岩石か

ら成り立っている。 
・事業実施想定区域周辺には天然記念物（地質・鉱物）は存在しない。 

動植物の生息又は生育、植
生及び生態系の状況 

【動物の生息状況】 
・既存資料により生息の情報が得られた動物相の概況として、哺乳類 35 種、

鳥類 129 種、爬虫類 9 種、両生類 15 種、昆虫類 683 種、魚類 53 種、底生
動物 17 種が確認されている。 

・このうち、重要な種に該当するのは、哺乳類 7種、鳥類 36 種、爬虫類 5種、
両生類 8種、昆虫類 27 種、魚類 19 種、底生動物 4種である。 

・注目すべき生息地として、事業実施想定区域周辺にイヌワシ、クマタカの生
息地の記録がある。その他、事業実施想定区域周辺にサシバ、ノスリ、陸鳥
（ツグミ・カシラダカなど）の渡り経路が存在している。 

【植物の生息状況】 
・既存資料により生育の情報が得られた植物（シダ植物以上の高等植物）は計

123 科 746 種である。 
・このうち、重要な種に該当するのは 38 科 64 種である。 
・事業実施想定区域及びその周辺の植生は、概ねカスミザクラ-コナラ群落が

大部分を占めるが、局所的にスズタケ-ブナ群団、アカマツ群落等が散在す
る。 

・事業実施想定区域の植生は、大部分が二次林であるカスミザクラ-コナラ群
落、伐跡群落、造成地であるが、常緑針葉樹植林、水田雑草群落、畑地雑草
群落、牧草地も点在している他、一部に桑園、アカマツ群落も分布する。 

・事業実施想定区域内に植生自然度 9または 10 の植生は存在しない。 

【生態系の状況】 
・事業実施想定区域及びその周辺の生態系は、山地には主に二次林、人工林、

草地、耕作地が分布している。その他に、自然林、市街地等が点在してい
る。 

・重要な自然環境のまとまりの場として、事業実施想定区域周辺には、自然
林、阿武隈高原中部県立自然公園、旭鳥獣保護区、国有保安林、民有保安林
が分布している。 

景観及び人と自然との触
れ合いの活動の状況 

【景観の状況】 
・事業実施想定区域及びその周辺の主要な眺望点として、羽山（麓山）や口太

山等 15 箇所が存在している。 
・事業実施想定区域及びその周辺の景観資源として、羽山(麓山)、口太山及び

木幡山等 39 箇所が存在している。 

【人と自然との触れ合いの活動の状況】 
・事業実施想定区域及びその周辺の主要な人と自然との触れ合いの活動の場

として、羽山（麓山）や口太山等 17 箇所が存在している。 

一般環境中の放射性物質
の状況 

・平成 30 年度の空間放射線量の測定結果は二本松市において 0.079～0.198
μSv/h であり、除染を検討する際の基準 0.23μSv/h を下回っているが、川
俣町においては 0.087～0.733μSv/h であり、基準を上回った地点がある。 
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表 3-2 社会的状況の概要 

 

項目 地域特性 

人口及び産業の状況 【人口の状況】 
・平成 29 年度の人口は、二本松市で 55,558 人、川俣町で 13,733 人となって

いる。 

 【産業の状況】 
・二本松市及び川俣町ともに、第 3 次産業に従事している割合が最も多くな

っている。 
・平成 29 年の農業産出額は、二本松市で 93 億円、川俣町で 8 億円となって

いる。 

土地利用の状況 ・二本松市及び川俣町のいずれにおいても、山林の割合が最も多い。 
・事業実施想定区域及びその周辺には、農業地域、森林地域及び自然公園地域
が分布している。また事業実施想定区域内に、農用地区域が分布している。 

河川、湖沼及び海域の利用

並びに地下水の利用の状

況 

・事業実施想定区域及びその周辺には、一級河川阿武隈川水系の口太川をは
じめとする河川で内水面漁業権が設定されている。 

・二本松市では、浅井戸及び湧水を利用した取水が行われている。 

交通の状況 ・事業実施想定区域及びその周辺では、一般国道 114 号、349 号、459 号、主
要地方道原町二本松線、一般県道二本松川俣線等がある。 

・事業実施想定区域の西側を通る一般国道 114 号における平成 27 年度の交通
量は、3,167 台/日となっている。 

学校、病院その他の環境の

保全についての配慮が特

に必要な施設の配置の状

況及び住宅の配置の概況 

・事業実施想定区域の周辺には、学校 6 施設、認定こども園 2 施設、福祉施
設 2 施設が存在している。また、事業実施想定区域及びその周辺に住宅等
が分布している。 

下水道の整備状況 ・平成29年度末の汚水処理人口普及率は、二本松市で82.0％、川俣町で44.5％
となっている。 

廃棄物の状況 ・平成29年度におけるごみの総排出量は二本松市で17,632t、川俣町で6,194t
となっている。 

・事業実施想定区域から 50km 圏内には、中間処理施設が 143 施設、最終処分
場が 24 施設存在している。このうち中間処理施設が二本松市に 3施設、川
俣町に 2施設存在し、最終処分場が川俣町に 2施設存在する。 

環境の保全を目的として

法令等により指定された

地域その他の対象及び当

該対象に係る規制の内容

その他の環境の保全に関

する施策の内容 

【公害関係法令等】 
・事業実施想定区域及びその周辺では、騒音の類型指定はされていない。 
・事業実施想定区域及びその周辺の水域においては、広瀬川が生活環境の保

全に関する環境基準の「河川 A類型」及び「生物 A」類型に指定されている。  

 【自然関係法令等】 
・事業実施想定区域の周辺に、阿武隈高原中部県立自然公園が存在し、事業実

施想定区域内に、旭鳥獣保護区が存在している。 
・福島県景観計画によると、川俣町は景観計画区域に指定されている。二本松
市は市独自で二本松市景観形成基本計画を定めている。 

・事業実施想定区域内に、保安林、砂防指定地が存在する。 
・事業実施想定区域周辺には、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域

が存在する。 



 
(22) 

 
（白紙のページ） 
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第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

計画段階配慮事項の選定の結果 

本事業に係る計画段階配慮事項（環境の保全のために配慮すべき事項）については、「発電所の

設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調

査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び

評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指

針等を定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）（以下「発電所アセス省令」という。）の別

表第 5 に示される風力発電所に係る参考項目（影響を受けるおそれがあるとされる環境要素）を

勘案しつつ、本事業における事業特性及び地域特性を踏まえ、重大な影響のおそれのある環境要

素を選定した。なお、平成 27 年 6 月 1日に「発電所アセス省令」が一部改正され、一般環境中の

放射性物質に係る規定が追加されたことから、これも踏まえて計画段階配慮事項の選定を行った。 

計画段階配慮事項の選定結果は表 4.1-1 に示すとおりであり、「騒音及び超低周波音」、「風車の

影」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」、「人と自然との触れ合いの活動の場」の 7項目を選定し

た。計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表 4.1-2 に示すとおりである。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

 

影響要因の区分 

 

 

 

 

環境要素の区分 

 

工事の実施 
土地又は工作物の 

存在及び供用 

工
事
用
資
材
等
の 

搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に 

よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び 

施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評価

されるべき環境要

素 

大気 

環境 

大気質 窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 

騒音     
○ 

超低周波音     

振動 振動      

水環境 水質 水の濁り      

底質 有害物質      

その他

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査、予測及び

評価されるべき環

境要素 

動物 重要な種及び注目す

べき生息地（海域に生

息するものを除く。） 

   ○ ○ 

海域に生息する動物      

植物 重要な種及び重要な群

落（海域に生育するも

のを除く。） 

   ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生

態系 
   ○ ○ 

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

を旨として調査、予

測及び評価される

べき環境要素 

景観 主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観 

   ○  

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場 

 

 
  ○  

環境への負荷の量

の程度により予測

及び評価されるべ

き環境要素 

廃棄物等 産業廃棄物 

 
     

残土      

一般環境中の放射

性物質について調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

放射線の量 放射線の量 

     

注：1.    は、「発電所アセス省令」別表第 5における風力発電所に係る参考項目を示し、   は同省令別表第 11 に示す 

放射性物質に係る参考項目を示す。 

2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。 
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表 4.1-2（1） 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

環境要素の区分 環境要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大
気
環
境 

大気質 窒素 

酸化物 

工事用資材等の

搬出入 

× 工事用車両の運行や建設機械の稼働に伴う影響のお

それがあるが、配慮書段階では工事計画（工事関係車

両の走行台数等）が決定していないこと、また、今後

の方法書以降の手続きにおいて環境保全措置を検討

することにより、影響の回避・低減が可能であること

から、計画段階配慮事項として選定しない。 

建設機械の稼働 × 

粉じん等 工事用資材等の

搬出入 

× 

建設機械の稼働 × 

騒音及び

超低周波

音 

騒音 工事用資材等の

搬出入 

× 

建設機械の稼働 × 

騒音及び超

低周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周辺には環境影響を受け

やすい地域又は対象（住宅等）が存在することから、

影響の程度を把握するとともに、今後の事業計画にお

ける配慮検討を行うため、計画段階配慮事項として選

定する。 

振動 振動 工事用資材等の

搬出入 

× 工事用車両の運行や建設機械の稼働に伴う影響のお

それがあるが、配慮書段階では工事計画（工事関係車

両の走行台数等）が決定していないこと、また、今後

の方法書以降の手続きにおいて環境保全措置を検討

することにより、影響の回避・低減が可能であること

から、計画段階配慮事項として選定しない。 

建設機械の稼働 × 

水
環
境 

水質 水の濁り 建設機械の稼働 × 事業実施想定区域及びその周辺には河川が存在し、建

設機械の稼働や造成等の施工に伴う影響のおそれが

あるが、配慮書段階では工事計画（改変区域、排水計

画等）が決定していないこと、また、今後の方法書以

降の手続きにおいて環境保全措置を検討することに

より、影響の回避・低減が可能であることから、計画

段階配慮事項として選定しない。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 

底質 有害物質 建設機械の稼働 × 本事業の実施により、水域における浚渫作業等を実施

しないこと、また、事業実施想定区域内は土壌汚染対

策法（平成 14 年法律第 53 号）に基づく要措置区域及

び形質変更時要届出区域に該当せず、有害物質の拡散

が想定されないことから計画段階配慮事項として選

定しない。 
そ
の
他
の
環
境 

地形及び

地質 

重要な地形

及び地質 

地形改変及び施

設の存在 

× 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺に

おいて重要な地形及び地質は確認されないことから、

計画段階配慮事項として選定しない。 

その他 風車の影 施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周辺には環境影響を受け

やすい地域又は対象（住宅等）が存在することから、

影響の程度を把握するとともに、今後の事業計画にお

ける配慮検討を行うため、計画段階配慮事項として選

定する。 

注：「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目、「×」は、計画段階配慮事項として選定しなかった項目を示す。 
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表 4.1-2（2） 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

環境要素の区分 環境要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

動
物 

重要な種及び注目すべ

き生息地 

（海域に生息するもの

を除く。） 

造成等の施工

による一時的

な影響 

× 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な種の生息に関する情報があり、造成等の施工

に伴う一時的な影響のおそれがあるが、配慮書段階では

工事計画（改変区域等）が決定していないこと、また、

今後の方法書以降の手続きにおいて環境保全措置を検

討することにより、影響の回避・低減が可能であること

から、計画段階配慮事項として選定しない。 

地形改変及び

施設の存在 

○ 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な種の生息に関する情報があり、影響の程度を

把握するとともに、今後の事業計画における配慮検討を

行うため、計画段階配慮事項として選定する。 

施設の稼働 ○ 

海域に生息する動物 造成等の施工

による一時的

な影響 

× 海域における地形改変等は行わないことから、影響がな

いことが明らかであるため、計画段階配慮事項として選

定しない。 

地形改変及び

施設の存在 

× 

植
物 

重要な種及び重要な群

落 

（海域に生育するもの

を除く。） 

造成等の施工

による一時的

な影響 

× 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な種に関する情報があり、造成等の施工に伴う

一時的な影響のおそれがあるが、配慮書段階では工事計

画（改変区域等）が決定していないこと、また、今後の

方法書以降の手続きにおいて環境保全措置を検討する

ことにより、影響の回避・低減が可能であることから、

計画段階配慮事項として選定しない。 

地形改変及び

施設の存在 

○ 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な種に関する情報があり、影響の程度を把握す

るとともに、今後の事業計画における配慮検討を行うた

め、計画段階配慮事項として選定する。 

海域に生育する植物 造成等の施工

による一時的

な影響 

× 海域における地形改変等は行わないことから、影響がな

いことが明らかであるため、計画段階配慮事項として選

定しない。 

地形改変及び

施設の存在 

× 

生
態
系 

地域を特徴づける生態

系 

造成等の施工

による一時的

な影響 

× 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な自然環境のまとまりの場に関する情報があ

り、造成等の施工に伴う一時的な影響のおそれがある

が、配慮書段階では工事計画（改変区域等）が決定して

いないこと、また、今後の方法書以降の手続きにおいて

環境保全措置を検討することにより、影響の回避・低減

が可能であることから、計画段階配慮事項として選定し

ない。 

地形改変及び

施設の存在 

○ 既存資料調査より事業実施想定区域及びその周辺にお

いて重要な自然環境のまとまりの場が確認されている

ことから、影響の程度を把握するとともに、今後の事業

計画における配慮検討を行うため、計画段階配慮事項と

して選定する。 

施設の稼働 ○ 

注：「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目、「×」は、計画段階配慮事項として選定しなかった項目を示す。 
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表 4.1-2（3） 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

環境要素の区分 環境要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

景
観 

主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望

景観 

地形改変及び施

設の存在 

○ 地形改変及び施設の存在により、事業実施想定区域及

びその周辺の主要な眺望点及び景観資源並びに主要

な眺望点からの眺望景観が変化する可能性があるこ

とから、今後の事業計画における配慮検討を行うた

め、計画段階配慮事項として選定する。 
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場 

工事用資材等の

搬出入 

× 工事用車両の運行に伴う影響のおそれがあるが、配慮

書段階では工事計画（工事関係車両の走行台数等）が

決定していないこと、また、今後の方法書以降の手続

きにおいて環境保全措置を検討することにより、影響

の回避・低減が可能であることから、計画段階配慮事

項として選定しない。 

地形改変及び施

設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周辺には、地域の主要な人

と自然との触れ合いの活動の場が存在していること

から、影響の程度を把握するとともに、今後の事業計

画における配慮検討を行うため、計画段階配慮事項と

して選定する。 

 
廃
棄
物
等 

産業廃棄物 造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工に伴う影響のおそれがあるが、配慮書段

階では工事計画（産業廃棄物、残土発生量）が決定し

ていないこと、また、今後の方法書以降の手続きにお

いて環境保全措置を検討することにより、影響の回

避・低減が可能であることから、計画段階配慮事項と

して選定しない。 

残土 造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 

一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質 

放射線の量 工事用資材等の

搬出入 

× 事業実施想定区域及びその周辺に避難指示区域が含

まれないこと、造成等の施工に伴う一時的な影響のお

それがあるが、配慮書段階では工事計画（改変区域等）

が決定していないこと、また、今後の方法書以降の手

続きにおいて環境保全措置を検討することにより、影

響の回避・低減が可能であることから、計画段階配慮

事項として選定しない。 

建設機械の稼働 × 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

 

× 

注：「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目、「×」は、計画段階配慮事項として選定しなかった項目を示す。 
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調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は、表 4.2-1 に示すとおりである。 

 

表 4.2-1 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒音及び 

超低周波音 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

学校、病院、福祉施設、

住宅等の分布状況を調査

する。 

騒音及び超低周波音の影響が

及ぶと考えられる範囲内に位

置する学校、病院、福祉施設、

住宅等を抽出し、距離、戸数を

算出する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

そ
の
他
の
環
境 

そ
の
他 

風車の影 既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

学校、病院、福祉施設、

住宅等の分布状況を調査

する。 

風車の影の影響が及ぶと考え

られる範囲内に位置する学校、

病院、福祉施設、住宅等を抽出

し、距離、戸数を算出する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地 

（海域に生息す

るものを除く。） 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

重要な動物の生息状況、

注目すべき生息地の分布

状況を調査するととも

に、専門家へのヒアリン

グを行う。 

事業実施想定区域と重要な動

物の生息環境、注目すべき生息

地との位置関係から、直接改変

及び施設の存在・稼働に伴う重

要な動物の生息環境や注目す

べき生息地の変化の可能性の

有無を整理する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

植物 重要な種及び重

要な群落 

（海域に生育す

るものを除く。） 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

重要な植物の生育状況、

重要な植物群落、巨樹・

巨木林及び天然記念物の

分布状況を調査するとと

もに、専門家へのヒアリ

ングを行う。 

事業実施想定区域と重要な植

物の生育環境、重要な植物群

落、巨樹・巨木林、天然記念物

との位置関係から、直接改変及

び施設の存在に伴う重要な植

物の生育環境、重要な植物群

落、巨樹・巨木林及び天然記念

物の変化の可能性の有無を整

理する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

重要な自然環境のまとま

りの場の分布状況を調査

する。 

事業実施想定区域と重要な自

然環境のまとまりの場との位

置関係から、直接改変及び施設

の存在・稼働に伴う重要な自然

環境のまとまりの場の変化の

可能性の有無を整理する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

主要な眺望点、景観資源

の分布状況及び主要な眺

望景観の状況を調査す

る。 

事業実施想定区域及びその周

辺の主要な眺望点及び景観資

源の直接改変の可能性の有無、

主要な眺望点からの風力発電

機の視認可能性、主要な眺望景

観の変化の程度を整理する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周辺の

主要な人と自然との触れ

合いの活動の場の分布状

況を調査する。 

事業実施想定区域と主要な人

と自然との触れ合いの活動の

場との位置関係から、主要な人

と自然との触れ合いの活動の

場の直接改変の可能性の有無

を整理する。 

予測結果を基に、重

大な環境影響が実

行可能な範囲内で

回避又は低減され

ているかを評価す

る。 

注：「事業実施想定区域及びその周辺」とは各図面の範囲内である。
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調査、予測及び評価の結果 

騒音及び超低周波音 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における環境の保全について特に配慮が必要な施設（学校、病

院、福祉施設等）及び住宅の分布状況を既存資料により調査した。 

 
 調査地域 

「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書」（環境省、平成23年）

に示されている風力発電所からの距離と騒音レベルの関係を試算した例等を踏まえ、風力発電機

による騒音及び超低周波音の影響範囲を十分に含む範囲として、事業実施想定区域の端部から

2.0km の範囲とした。 

 
 調査結果 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲には、表 4.3-1 に示す二本松市立旭小学校、川俣町

立山木屋中学校が存在する。また、住宅については、事業実施想定区域周辺に存在しており、その

分布状況は図 4.3-1 に示すとおりである。 

 

表 4.3-1 事業実施想定区域から 2.0km 圏内の学校、病院、福祉施設等 

区分 施設名 所在地 

小学校 二本松市立旭小学校 二本松市田沢字鳥上 44 

中学校 川俣町立山木屋中学校 川俣町山木屋字小塚山 9-1 

 
 予測 

 予測手法 

事業実施想定区域から 2.0km の範囲内にある学校、病院、福祉施設等及び住宅について、事業実

施想定区域の端部からの距離を500m間隔で示すとともに、距離帯別の施設数及び戸数を算出した。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同じ範囲とした。 
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 予測結果 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲における学校、病院、福祉施設等の分布状況は、表 

4.3-2 及び図 4.3-1 に示すとおりである。事業実施想定区域の端部から 0.5～1.0km の範囲に 1施

設（川俣町立山木屋中学校）、1.0～1.5km の範囲に 1施設（二本松市立旭小学校）が存在している。

事業実施想定区域（北側）の端部から最も近い施設の距離は約 2.8km、事業実施想定区域（南側）

の端部から最も近い施設の距離は約 900m である。 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲における住宅の分布状況は、表 4.3-3 及び図 4.3-1

に示すとおりである。事業実施想定区の端部から 0～0.5km の範囲に 63 戸、0.5～1.0km の範囲に

162 戸、1.0～1.5km の範囲に 219 戸、1.5～2.0km の範囲に 187 戸の住宅が存在している。事業実

施想定区域（北側）の端部から最も近い住宅の距離は約 550m であり、事業実施想定区域内（南側）

の端部から最も近い住宅の距離は約 45m である。 

なお、距離はいずれも事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機から

の距離を示したものではない。 

 

表 4.3-2 事業実施想定区域及びその周辺の学校、病院、福祉施設等の分布状況  

市町 

施設の数（施設） 

事業実施 

想定区域内 

（風力発電機の設置対

象外の区域を除く） 

事業実施想定区域端部からの距離 

計 
0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

二本松市 0 0 0 1 0 1 

川俣町 0 0 1 0 0 1 

合計 0 0 1 1 0 2 

注：距離は事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機からの距離を示したものではない。 

 
表 4.3-3 事業実施想定区域及びその周辺の住宅の分布状況  

市町 

住宅の数（戸数） 

事業実施 

想定区域内 

（風力発電機の設置対

象外の区域を除く） 

事業実施想定区域端部からの距離 

計 
0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

二本松市 0 22 78 182 137 419 

川俣町 0 41 84 37 50 212 

合計 0 63 162 219 187 631 

注：距離は事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機からの距離を示したものではない。 
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図 4.3-1 事業実施想定区域と住宅等との位置関係 

資料：1.「市内の小学校」（二本松市 HP） 

2.「市内の中学校」（二本松市 HP） 

3.「市町村立学校一覧」（福島県 HP） 

4.「保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育

所・認可外保育所一覧」（二本松市 HP） 

5.「保健福祉部 関連施設等名簿」（福島県保健福

祉部、平成 30 年） 

6.「ゼンリン住宅地図 201710川俣町、201712二本松市」 

7.「基盤地図情報 建築物の外周線」（国土地理院） 

（各 HP 閲覧：令和元年 5 月） 

約 550m※ 

※事業実施想定区域の端部から住宅等までの距離を示してお

り、風力発電機からの距離を示したものではない。 

※住宅は、事業実施想定区域の端部から 2km 範囲内について、ゼンリン住宅地図（川俣町、二本松市）より所有者名称が確認された

住宅を示す。住宅等は、基盤地図情報における建築物の外周線を示す。 

約 900m※ 

約 45m※ 

約 1,200m※ 
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 評価結果 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 
 評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域内及び事業実施想定区域の端部から 2.0km までの範囲に、学校

等の施設が 2施設、住宅が 631 戸存在している。 

今後の事業計画の検討において、周辺の住宅等における騒音レベルを調査・予測したうえで、風

力発電機の配置計画等を検討することにより、重大な環境影響は実行可能な範囲内で回避・低減

されるものと評価する。 

 
  



 

4-11 
(33) 

風車の影 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における環境の保全について特に配慮が必要な施設（学校、病

院、福祉施設等）及び住宅の分布状況を既存資料により調査した。 

 
 調査地域 

風車の影の影響範囲は「Planning for Renewable Energy A Companion Guide to PPS22」（Office 

of the Deputy Prime Minister,2004）において風車のローター直径の 10 倍の範囲と考えられて

いる。本事業における計画段階のローター直径は約 92～117m であり、風車から約 1.2km の範囲内

において風車の影による影響が考えられる。これを踏まえ、調査地域は、想定される風車の影の影

響範囲を包含する範囲として、事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲とした。 

 
 調査結果 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲には、表 4.3-4 に示す二本松市立旭小学校、川俣町

立山木屋中学校が存在する。また、住宅については、事業実施想定区域周辺に存在しており、その

分布状況は図 4.3-2 に示すとおりである。 

 

表 4.3-4 事業実施想定区域から 2.0km 圏内の学校、病院、福祉施設等 

区分 施設名 所在地 

小学校 二本松市立旭小学校 二本松市田沢字鳥上 44 

中学校 川俣町立山木屋中学校 川俣町山木屋字小塚山 9-1 

 
 予測 

 予測手法 

事業実施想定区域から 2.0km の範囲内にある学校、病院、福祉施設等及び住宅について、事業実

施想定区域の端部からの距離を500m間隔で示すとともに、距離帯別の施設数及び戸数を算出した。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同じ範囲とした。 
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 予測結果 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲における学校、病院、福祉施設等の分布状況は、表 

4.3-5 及び図 4.3-2 に示すとおりである。事業実施想定区域の端部から 0.5～1.0km の範囲に 1施

設（川俣町立山木屋中学校）、1.0～1.5km の範囲に 1施設（二本松市立旭小学校）が存在している。

事業実施想定区域（北側）の端部から最も近い施設の距離は約 2.8km、事業実施想定区域（南側）

の端部から最も近い施設の距離は約 900m である。 

事業実施想定区域の端部から 2.0km の範囲における住宅の分布状況は、表 4.3-6 及び図 4.3-2

に示すとおりである。事業実施想定区の端部から 0～0.5km の範囲に 63 戸、0.5～1.0km の範囲に

162 戸、1.0～1.5km の範囲に 219 戸、1.5～2.0km の範囲に 187 戸の住宅が存在している。事業実

施想定区域（北側）の端部から最も近い住宅の距離は約 550m であり、事業実施想定区域内（南側）

の端部から最も近い住宅の距離は約 45m である。 

なお、距離はいずれも事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機から

の距離を示したものではない。 

 
表 4.3-5 事業実施想定区域及びその周辺の学校、病院、福祉施設等の分布状況  

市町 

施設の数（施設） 

事業実施 

想定区域内 

（風力発電機の設置対

象外の区域を除く） 

事業実施想定区域端部からの距離 

計 
0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

二本松市 0 0 0 1 0 1 

川俣町 0 0 1 0 0 1 

合計 0 0 1 1 0 2 

注：距離は事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機からの距離を示したものではない。 

 
表 4.3-6 事業実施想定区域及びその周辺の住宅の分布状況  

市町 

住宅の数（戸数） 

事業実施 

想定区域内 

（風力発電機の設置対

象外の区域を除く） 

事業実施想定区域端部からの距離 

計 
0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

二本松市 0 22 78 182 137 419 

川俣町 0 41 84 37 50 212 

合計 0 63 162 219 187 631 

注：距離は事業実施想定区域の端部からの距離を示したものであり、風力発電機からの距離を示したものではない。 
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図 4.3-2 事業実施想定区域と住宅等との位置関係 

資料：1.「市内の小学校」（二本松市 HP） 

2.「市内の中学校」（二本松市 HP） 

3.「市町村立学校一覧」（福島県 HP） 

4.「保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育

所・認可外保育所一覧」（二本松市 HP） 

5.「保健福祉部 関連施設等名簿」（福島県保健福

祉部、平成 30 年） 

6.「ゼンリン住宅地図 201710川俣町、201712二本松市」 

7.「基盤地図情報 建築物の外周線」（国土地理院） 

（各 HP 閲覧：令和元年 5 月） 

約 550m※ 

※事業実施想定区域の端部から住宅等までの距離を示してお

り、風力発電機からの距離を示したものではない。 

※住宅は、事業実施想定区域の端部から 2km 範囲内について、ゼンリン住宅地図（川俣町、二本松市）より所有者名称が確認された

住宅を示す。住宅等は、基盤地図情報における建築物の外周線を示す。 

約 900m※ 

約 45m※ 

約 1,200m※ 
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 評価結果 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 

 評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域内及び事業実施想定区域の端部から 2.0km までの範囲に、学校

等の施設が 2施設、住宅が 631 戸存在している。 

今後の事業計画の検討において、土地利用や地形等の条件を踏まえ日影となる区域や時間を把

握したうえで、風力発電機の配置計画等を検討することにより、重大な環境影響は実行可能な範

囲内で回避・低減されるものと評価する。 
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動物 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における重要な動物の生息状況、注目すべき生息地の分布状況

について、表 4.3-7 に示す既存資料により調査するとともに、専門家へのヒアリングを行った。

なお、重要な動物及び注目すべき生息地の選定は、表 4.3-8 に示す基準に基づいて行った。 

 
 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 
表 4.3-7（1） 収集した既存資料（動物） 

調査項目 文献名 
重要な動物

の生息状況 
・レッドデータブックふくしまⅠ-福島県の絶滅のおそれのある野生生物（植物・昆虫類・

鳥類） （福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 14 年） 

・レッドデータブックふくしまⅡ-福島県の絶滅のおそれのある野生生物（淡水魚類/両生・

爬虫類/哺乳類） （福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 15 年） 

・二本松市史 第 9巻 (二本松市、平成元年) 

・川俣町史 第 1巻 (川俣町、昭和 57 年) 

・岩代町史 第 1巻 (岩代町、平成元年) 

・東和町史 第 1巻 (東和町、昭和 58 年) 

・福島県博物誌（蜂谷 剛、平成 6年） 

・第 2回 自然環境保全基礎調査 動植物分布調査 

(生物多様性調査 種の多様性調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 2回 自然環境保全基礎調査 鳥類の分布調査(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 3回 自然環境保全基礎調査 鳥類の分布調査(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 4回 自然環境保全基礎調査 動植物分布調査 

(生物多様性調査 種の多様性調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 5回 自然環境保全基礎調査 動植物分布調査 

(生物多様性調査 種の多様性調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 6回 自然環境保全基礎調査 動植物分布調査 

(生物多様性調査 種の多様性調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 6回 自然環境保全基礎調査 鳥類繁殖分布調査報告書 

(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 45 回～49 回 ガンカモ類の生息調査 

(平成 25 年度～平成 29 年度) （環境省 HP、令和元年 5月) 

・鳥類生息状況調査報告書（福島県、昭和 60 年) 

・ふくしまの野鳥（福島県森林整備課、平成 8年) 

・ふくしまの生き物たち（福島民友新聞社、平成 17 年） 

・阿武隈高地の生き物たち（南相馬市博物館、平成 24 年） 

・ふくしまに生きる爬虫・両生類（南相馬市博物館、平成 27 年） 

・福島県の蝶（角田 伊一、昭和 57 年） 

・第 2回 自然環境保全基礎調査 河川調査(魚類調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・第 3回 自然環境保全基礎調査 河川調査(魚類調査)(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・福島県の淡水魚（福島県内水面水産試験場、平成 14 年） 

・福島県に生息するコウモリ類（木村吉幸ら、平成 14 年） 

・ふるさとの鳥をたずねる-福島県の鳥類-（福島県野鳥の会、昭和 54 年） 
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表 4.3-7（2） 収集した既存資料（動物） 

調査項目 文献名 

注目すべき 

生息地の分布状

況 

・「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号） 

・「福島県文化財保護条例」(昭和 45 年条例第 43 号) 

・「生息地等保護区一覧」（環境省 HP、閲覧: 令和元年 5月） 

・「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 27 年） 

・「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について 別紙 1 日本におけるイ

ヌワシの生息分布（1990 年～2002 年 3 月）」（環境省、平成 16 年） 

・「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について 別紙 2 日本におけるク

マタカの生息分布（1990 年～2002 年 3 月）」（環境省、平成 16 年） 

・「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）」 

（昭和 55 年条約第 28 号） 

・「日本の重要湿地 500」(環境省 HP、閲覧:令和元年 5月) 

・「日本鳥類の生態と保護」(山階芳麿、昭和 26 年)  

・「環境アセスメントデータベース（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和元年 6月） 

・モニタリングサイト 1000 ガンカモ類調査(環境省、平成 29 年) 

・モニタリングサイト 1000 森林・草原調査(環境省、平成 23～27 年) 
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表 4.3-8（1） 重要な動物及び注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

重
要
な
動
物 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号） 

「福島県文化財保護条例」(昭和45年条例第43号) 

「二本松市文化財保護条例」(平成17年条例第199号) 

「川俣町文化財保護条例」（昭和51年条例第14号） 

特別天然記念物（特天） 

天然記念物（天然） 

福島県天然記念物（県天） 

二本松市天然記念物（市天） 

川俣町天然記念物（町天） 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

（平成4年法律第75号） 

国際希少野生動植物種（国際） 

国内希少野生動植物種（国内） 

Ⅲ 「環境省レッドリスト2019」（環境省、平成31年） 絶滅（EX） 

野生絶滅（EW） 

絶滅危惧I類（CR+EN） 

絶滅危惧IA類（CR） 

絶滅危惧IB類（EN） 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

準絶滅危惧（NT） 

情報不足（DD） 

絶滅のおそれのある地域個体群

（LP） 

Ⅳ 「ふくしまレッドリスト（2018 年版）」 

（福島県生活環境部自然保護課、平成 31 年） 

絶滅（EX） 

野生絶滅（EW） 

絶滅危惧I類（CR+EN） 

絶滅危惧IA類（CR） 

絶滅危惧IB類（EN） 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

準絶滅危惧（NT） 

情報不足（DD） 

絶滅のおそれのある地域個体群

（LP） 

Ⅴ 「福島県野生動植物の保護に関する条例」 

(平成16年福島県条例第23号)  

特定希少野生動植物(特) 
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表 4.3-8（2） 重要な動物及び注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

注
目
す
べ
き
生
息
地 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号） 

「福島県文化財保護条例」(昭和45年条例第43号) 

「二本松市文化財保護条例」(平成17条例第199号) 

「川俣町文化財保護条例」（昭和51年条例第14号） 

特別天然記念物（特天） 

天然記念物（天然） 

福島県天然記念物（県天） 

二本松市天然記念物（市天） 

川俣町天然記念物（町天） 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

（平成4年法律第75号） 

生息地等保護区（生） 

Ⅲ 「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について」 

（環境省、平成16年） 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」 

（環境省、平成23年） 

「環境アセスメントデータベース（イーダス）」 

（環境省HP、閲覧：令和元年6月） 

希少猛禽類（イヌワシ・クマタカ）

の生息地（希猛） 

渡り経路(経路) 

Ⅳ 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

（ラムサール条約）」（昭和55年条約第28号） 

ラムサール条約湿地(ラ湿) 

Ⅴ 「日本の重要湿地500」（環境省HP、閲覧:令和元年5月） 重要湿地（湿地） 

Ⅵ 「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」 

（環境省、平成27年） 

「モニタリングサイト1000 ガンカモ類調査」 

（環境省、平成29年） 

ガンカモ類の集結地（ガンカモ） 

Ⅶ 「モニタリングサイト1000 森林・草原調査」 

（環境省、平成23～27年） 

コアサイト（コア） 

 
 調査結果 

 重要な動物の生息状況 

既存資料より、事業実施想定区域及びその周辺に生息する重要な動物として、表 4.3-9 に示す

とおり、哺乳類 7種、鳥類 36 種、爬虫類 5種、両生類 8種、昆虫類 27 種、魚類 19 種、底生動物

4種の計 106 種が確認された。 

 
表 4.3-9（1） 哺乳類の重要な種及びその生息環境 

 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

 
 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 モグラ目（食虫目） トガリネズミ科 カワネズミ DD 山間の渓流に生息する。

2 コウモリ目（翼手目） ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ DD
樹洞、海蝕洞、岩の割れ目、建造物の間隙等をねぐら
とする。

3 ネズミ目（齧歯目） ヤマネ科 ヤマネ 天然 DD 低山帯から亜高山帯の成熟した森林に生息する。
4 ネズミ科 スミスネズミ DD 低地から高山帯の森林に生息する。
5 ネコ目（食肉目） イタチ科 ニホンイイズナ NT DD 山地の草原や牧草地に生息する。
6 ホンドオコジョ NT DD 高山帯の岩場などに生息する。
7 ウシ目（偶蹄目） ウシ科 カモシカ 特天 低山帯から亜高山帯にかけての樹林帯に生息する。

合計 5目 6科 7種 2種 0種 2種 6種 0種 －

生息環境No. 目名 科名 種名
選定基準
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表 4.3-9（2） 鳥類の重要な種及びその生息環境 

 
注：分類、配列等は、基本的に「日本鳥類目録 改訂第 7版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。 

 
  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 カモ目 カモ科 マガン 天然 NT NT 湖沼、水田、池、湿地に生息する。

2 オシドリ DD NT
森林の水辺で樹洞を使って繁殖し、山間の渓流を好
み、湖沼、池、河川に生息する。

3 トモエガモ VU NT 湖沼、池、河川に生息する。
4 ペリカン目 サギ科 オオヨシゴイ CR CR 池や沼、川岸、休耕田などの湿地に生息する。

5 ミゾゴイ VU EN
山地のスギ、ヒノキなどの針葉樹林の密林や、クリ、奈
良などの落葉広葉樹の密林に生息する。

6 ササゴイ NT
水田、故障、河原、ヨシ原など、低地や平地の水辺に
生息する。

7 コサギ NT
低山のみならず山地の水田・湖沼・河川等の水辺に多
い。海岸の干潟でも採食する。

8 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ NT
高原、明るい林、河原、低木が生えた草原、農耕地の
周辺などで見られる。

9 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ NT NT
平地から山地の林、森林内の伐採地、疎林、草原など
に渡来し繁殖する。

10 チドリ目 チドリ科 ケリ DD EN 水田、畑、河原、草地に生息する。
11 シギ科 ヤマシギ DD 林、草地、畑、水田、湿地、河川に生息する。
12 タカ目 タカ科 ハチクマ NT NT 平地から山地の森林に渡来し、繁殖する。

13 ハイタカ NT NT
低山帯の林に生息し、秋冬期には平地の農耕地や市
街地の上空を飛翔する。

14 オオタカ NT VU
平地から亜高山帯（秋・冬は低山帯）の樹林地に生息
する。

15 サシバ VU NT 低山から丘陵の森林に生息する。

16 クマタカ 国内 EN EN
低山帯から亜高山帯の針葉樹林、広葉樹林にすみ、と
くに高木の多い原生林を好む。

17 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク DD
平地から山地にかけての比較的発達した林に生息す
る

18 コノハズク VU
針葉樹林や広葉樹林、亜高山針葉樹林などいろいろ
な樹林に生息する。

19 フクロウ NT
低地、低山帯から亜高山帯にかけて、いろいろなタイ
プの樹林にすみ、特に大きい樹木のある落葉広葉樹
林や針広混交林を好む。

20 アオバズク VU
低地や低山帯の大きい樹木のある樹林に生息する。
様々な樹林を利用するが、常緑広葉樹林を特に好む。

21 トラフズク CR
平地から山地の林、果樹園、河川敷の林などに生息す
る。

22 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン NT
低地や低山帯の常緑広葉樹林、落葉広葉樹林等にす
み、樹林内の小さい渓流沿い、あるいは小さい湖沼の
縁で生活する。

23 ヤマセミ NT
山地の渓流や湖沼に生息する。河川では上流部の渓
谷に棲み、中流以下はまれである。

24 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ 国内 VU VU
広い空間で狩りをするため、海岸や海岸に近い山の断
崖や急斜面、広大な水面のある地域や広い草原、原
野等に生息する。

25 スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ VU NT
主に標高1000m以下の山地、丘陵、平地の高い木の
ある広葉樹林に多い。

26 カササギヒタキ科 サンコウチョウ NT
平地から標高1000m以下の山地の暗い林に生息す
る。スギの植林地でもよく見かける。

27 ヒバリ科 ヒバリ NT
牧場、草原、河原、農耕地、埋立地に生息する。露出
した地面の多い乾燥地を好む。

28 ヨシキリ科 オオヨシキリ NT
海岸や河口などの低地の湿原や、山地の湖岸や川岸
の湿地でふつうに繁殖する。

29 ヒタキ科 マミジロ NT
平地から山地のよく茂った広葉樹林、針広混交林、亜
高山帯のシラビソ、トウヒ、コメツガの針葉樹林に生息
する。

30 トラツグミ NT
丘陵から低山帯の山地の暗い広葉樹林や針交混交林
で繁殖する。

31 クロツグミ NT 低山帯の林から標高1,000m以下の山地に生息する。

32 アカハラ NT
山地の明るい林、木が疎らに生えた環境を好み、カラ
マツ林や草原との林縁部で繁殖する。

33 コサメビタキ NT
平地から標高1000mまでの広葉樹林、雑木林、カラマ
ツ林などの比較的明るい林に生息する。

34 イワヒバリ科 イワヒバリ EN
ハイマツ帯からその上部の岩石地帯に生息する。非繁
殖期は山地の渓谷などで見られる。

35 ホオジロ科 ホオアカ VU
平地から山地の草原、農耕地、干拓地などに生息す
る。

36 ノジコ NT NT
低山帯の二次林、林縁、薮地にすみ、沢筋や入り組ん
だ湿っぽい湧水地、あるいは流土地など薮が茂るハン
ノキ林を好む。

合計 10目 17科 36種 1種 2種 15種 36種 0種 －

生息環境No. 目名 科名 種名
選定基準
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表 4.3-9（3） 爬虫類の重要な種及びその生息環境 

 
 
 
 
 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

 
表 4.3-9（4） 両生類の重要な種及びその生息環境 

 
 
 
 
 
 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 有鱗目 ナミヘビ科 ジムグリ NT 山地の森林や草地、耕作地に生息する。

2 シロマダラ NT
山地から平地の様々な環境に生息し、石の隙間などに
隠れていることが多い。

3 ヒバカリ NT 水田、湿地等の水辺や森林、草地に生息する。
4 ヤマカガシ NT 平地から低山帯の水田や湿地等の水辺に生息する。
5 クサリヘビ科 ニホンマムシ NT 倒木や岩などの物陰に隠れていることが多い。

合計 1目 2科 5種 0種 0種 0種 5種 0種 －

No. 目名 科名 種名
選定基準

生息環境

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 有尾目 サンショウウオ科 トウホクサンショウウオ NT CR+EN 森林地帯の林床に生息する。
2 クロサンショウウオ NT NT 山麓から高山の森林の林床に生息する。
3 イモリ科 アカハライモリ NT NT 平地から山地の池、水田等水辺に生息する。
4 無尾目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル NT 海岸から高山の森林や草地に生息する。

5 アカガエル科 ニホンアカガエル NT
平地から丘陵地の明るい森林、池沼、水田周辺の草地
等に生息する。

6 トウキョウダルマガエル NT NT 平地から低山帯の水田等水辺に生息する。
7 アオガエル科 モリアオガエル 市天 LP 山地の池沼、用水地、水田等を産卵環境とする。
8 カジカガエル NT 比較的川幅が広く開けた渓流に生息する。

合計 2目 5科 8種 1種 0種 4種 8種 0種 -

生息環境No. 目名 科名 種名
選定基準
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表 4.3-9（5） 昆虫類の重要な種及びその生息環境 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 トンボ目（蜻蛉目） イトトンボ科 モートンイトトンボ NT 平地から丘陵地の低湿地や湿田に生息する。

2 ヤンマ科 カトリヤンマ VU
平地から丘陵地の周囲に樹林のある水田や湿田、池
沼等に生息する。

3 カメムシ目（半翅目） コオイムシ科 コオイムシ NT 小川、谷津、池沼等流れの緩やかな水辺に生息する。
4 タガメ VU NT 水田、池沼、水路等に生息する。
5 チョウ目（鱗翅目） セセリチョウ科 ホシチャバネセセリ EN NT 丘陵地から山地の草原や疎林の林縁部に生息する。

6 ギンイチモンジセセリ NT
平地から山地の乾性草原、河川堤防、草地等に生息
する。

7 チャマダラセセリ EN CR+EN 丘陵地から山地の低茎草原、採草地等に生息する。

8 ヘリグロチャバネセセリ NT
低山地から山地の樹林が混在する草原や林縁に生息
する。

9 シジミチョウ科 クロミドリシジミ NT
丘陵地から低山地のクヌギ・アベマキが生える雑木林
に生息する。

10 カラスシジミ NT 低山地から山地の樹林に生息する。

11 オオゴマシジミ NT CR+EN
標高1200m以上の渓流沿いや谷沿いの斜面で樹林帯
の中に開けた草原に生息する。

12 ヒメシジミ本州・九州亜種 NT 低山地から山地の幅広い環境の草原に生息する。
13 ミヤマシジミ EN CR+EN 平地から低山地の河川敷や堤防の草地に生息する。
14 タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン VU 丘陵地から山地の樹林と接した草原に生息する。
15 キマダラモドキ NT VU 丘陵地から山地の明るい疎林、雑木林に生息する。
16 ツマジロウラジャノメ本州亜種 NT 低山地から山地の露岩地に生息する。

17 オオムラサキ NT
丘陵地から低山地の落葉広葉樹林、里山の雑木林に
生息する。

18 ギンボシヒョウモン本州亜種 NT 山地の草原に生息する。
19 アゲハチョウ科 ヒメギフチョウ本州亜種 NT CR+EN 低山地から山地の落葉広葉樹林に生息する。

20 シロチョウ科 ツマグロキチョウ EN NT
平地から山地の低茎草地、採草地、河川堤防に生息
する。

21 ヒメシロチョウ北海道・本州亜種 EN VU 平地から山地の低茎草原、河川堤防に生息する。

22 コウチュウ目（鞘翅目） ガムシ科 コガムシ DD
平地から丘陵地の水生植物が繁茂した浅い池沼、湿
地、水田に生息する。

23 ガムシ NT
水生植物が繁茂した池沼、河川、水田、湿地等に生息
する。

24 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ EN VU コナラ、クリ等の落葉広葉樹林、雑木林に生息する。
25 ハムシ科 オオルリハムシ NT NT 開けた湿地、沼畔等の湿性環境に生息する。

26 ハチ目（膜翅目） クモバチ科 フタモンクモバチ DD
オニグモが生息する人家周辺の石垣の隙間や穴等に
営巣する。

27 ミツバチ科 クロマルハナバチ NT 低地の森林の地中のネズミの巣等に営巣する。
合計 5目 13科 27種 0種 0種 20種 18種 0種 －

生息環境No. 目名 科名 種名
選定基準
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表 4.3-9（6） 魚類の重要な種及びその生息環境 

 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

 

表 4.3-9（7） 底生動物の重要な種及びその生息環境 

 
注：分類、配列等は、基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成 30 年度版]」（国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

 
  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 カワヤツメ VU DD
幼生期は中～下流の流れの緩やかな平瀬の砂

泥そこに潜って生活。変態後は転石下等に潜

む。

2 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ EN DD
河川の中下流域、湖沼、内湾の浅海域に生息

する。河岸の石垣の隙間、土手の穴、石の下な

どに潜む。

3 コイ目 コイ科 キンブナ VU EN
大型の天然池沼や灌漑用の溜池や、幅が狭く

流れの緩やかな泥底の細流に生息する。

4 タナゴ EN EN
河川の下流からヤマメが生息すしているよな上

流部にもみれらる。夏季にドブガイ等の二枚貝

に産卵する。

5 ゼニタナゴ CR CR
池沼、小河川などにすみ、秋にドブガイ等の二

枚貝に産卵する。

6 ウケクチウグイ EN EN 生息生態は未解明。

7 エゾウグイ LP
比較的大きな川の上流部に生息する。どちらか

と言えば急流を避け、ゆるやかな瀬や淵に多

く、主に底層近くを泳ぐ。

8 シナイモツゴ CR CR 産卵は4～7月。朽木などに卵を産み付ける。

9 ドジョウ科 ドジョウ NT DD
河川の中下流域、用水路など流れの緩やかな

泥底に生息し、初夏に水田などの浅い湿地に

侵入して産卵する。

10 フクドジョウ科 ホトケドジョウ EN VU
阿武隈川水系の細支流、用水路、ため池等の

流れの緩やかな砂泥底に生息する。遊泳層は

主に中層である。

11 ナマズ目 ギギ科 ギバチ VU EN
水が清澄で岩や石などの隠れ場所がある中流

から上流域に生息している。

12 アカザ科 アカザ VU CR
水の比較的きれいな川の中流域から上流下部

の瀬の石の下や間にすみ、石の隙間をかい潜る

ようにして泳ぐことが多い。

13 サケ目 サケ科 ニッコウイワナ DD

河川源流域、山間部の湖やダム湖に生息す

る。川幅の広い本流よりは支川を好み、産卵床

は砂礫河床に作られることが多い。一部、中～

下流域に生息する場合もある。

14 サクラマス（ヤマメ） NT
流域の自然度の高い河川の上流域に生息。夏

でも水温が20゜Ｃを超えないことが生息の条件と

なる。

15 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ EN
平野部の河川、池沼、水田、用水路、塩性湿地

などに生息する。止水域あるいは流れが緩やか

で、水草が繁茂する場所を好む。

16 スズキ目 ハゼ科 シロウオ VU VU 産卵期以外は沿岸域で生活する。

17 ボウズハゼ DD
産卵は夏季。ふ化仔魚は海に降り、翌春川をの

ぼる。

18 オオヨシノボリ NT
川の中・上流域に生息し、特に早瀬から淵頭に

かけての比較的流れの早いところに多い。

19 ジュズカケハゼ CR
河川下流域や平野部のため池など、流れの緩

い抽水植物の茂った泥底の環境に生息する。

合計 7目 10科 19種 0種 0種 16種 15種 0種 -

No. 目名 科名 種名
選定基準

生息環境

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1 新生腹足目 タニシ科 マルタニシ VU
水田、湿地、水路や小川といった年間を
通じて極度に乾燥しない場所に生息。

2 汎有肺目 モノアラガイ科 モノアラガイ NT 水路やため池に生息。
3 イシガイ目 イシガイ科 カラスガイ NT 湖、池沼やそこから流出する河川に生息。
4 マルスダレガイ目 シジミ科 マシジミ VU 河川、水路やため池の純淡水に生息。

合計 4目 4科 4種 0種 0種 4種 0種 0種 －

No. 目名 科名 種名
選定基準

生息環境
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② 注目すべき生息地の分布状況 

既存資料より、事業実施想定区域及びその周辺には、注目すべき生息地として表 4.3-10 及び図

3.1-16～図 3.1-22（「第 3 章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 3.1.5 動植物の生息又は

生育、植生及び生態系の状況」p3-43～49 参照）に示す「重要な鳥類の渡り経路」が確認された。 

 
表 4.3-10 注目すべき生息地 

注目すべき生息地 
選定基準 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

重要な鳥類の渡り経路   経路     

 
 
 
 

③ 専門家へのヒアリング 

既存資料の収集整理のみでは得られない地域の情報について、地域の状況に精通している鳥類

の専門家 1名、コウモリ類の専門家 1名へヒアリングを実施した。その結果を表 4.3-11 に示す。 

 
表 4.3-11（1） 専門家へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 
動物（鳥類） 

元大学教授 

 

実施日： 

令和元年 5 月

31 日 

 

［既存文献について］ 

・収集した既存文献については、下記の文献があるので参考にされたい。 

  「日本鳥類の生態と保護」（山階芳磨、昭和 26 年） 

  「ふるさとの鳥をたずねる-福島県の野鳥-」（福島県野鳥の会、昭和 54 年） 

・環境省の「環境アセスメントデータベース（イーダス）」より、渡りルートのデータを活

用すると良い。 

 

［鳥類の生息情報について］ 

・「イーダス」によると、本事業地はイヌワシ・クマタカの生息地の範囲外となっている。

ただし、本事業地の近傍にクマタカが生息しているため、今後の現地調査ではクマタカ

が飛来し、記録される可能性もある。 

・本配慮書に記載されているハチクマの渡り経路をみると、本事業地は外れているようで

あるが、繁殖している可能性もある。他の風力発電施設のバードストライクの事例では、

ハチクマの記録がある。 

・郡山市でミゾゴイの生息の情報がある。阿武隈山地では限られた地域にコルリ、コマド

リが生息している。現地調査ではこれらの種に留意して調査を行うこと。 

・既存文献からでは、本事業により重大な影響を及ぼす鳥類は見受けられないが、今後の

現地調査結果次第である。 

 

［コウモリ類について］ 

・コウモリ類が生息する洞窟の情報を収集すると良い。コウモリ類は洞窟から 10km 程度

の範囲は飛翔する。 

・風力発電施設によるバットストライクでは、高高度を飛翔するヒナコウモリやヤマコウ

モリが多い。逆にキクガシラコウモリ等森林性コウモリの飛翔高度は樹高と同じ 20ｍ

以下が多く、風力発電施設に当たりにくい。 

 

  

注：選定基準Ⅰ～Ⅶは、表 4.3-8 に示すとおり。 

   Ⅰ：天然記念物、Ⅱ：生息地等保護区、Ⅲ：希少猛禽類の生息地・渡り経路、 

   Ⅳ：ラムサール条約湿地、V：重要湿地、Ⅵ：ガンカモ類の集結地、Ⅶ：コアサイト 
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表 4.3-11（2） 専門家へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 
動物（コウモリ類） 
有識者 

 

実施日： 

令和元年 6月 1 日 

 

［収集した既存文献について］ 

・特段追加すべき文献はない。 

・本事業地では、広範囲を長距離移動するコウモリ類、具体的にはユビナガコウモリ、

ヤマコウモリが生息している可能性が高いと思われる。 

 

［その他］ 

・風力発電機のメーカーが決まっていなければ、カットイン風速の高いもの、フェザ

リングしやすいものを選定すると現地調査によりコウモリ類への影響が懸念され

た場合に影響の軽減対策が取りやすくなるのではないかと思われる。 

・改変する区域については、山地は出来るだけ外した方が良い。山地に搬入路等を設

置することで、動物との距離が近くなるため、動物のロードキル等の軋轢が生じや

すくなるためである。既存の林道等が使用できれば影響を軽減できると思われる。 
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 予測 

 予測手法 

事業実施想定区域と重要な動物の生息環境、注目すべき生息地との位置関係から、直接改変及び

施設の存在・稼働に伴う重要な動物の生息環境や注目すべき生息地の変化の可能性の有無を整理

するものとした。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 
 予測結果 

 重要な動物 

事業実施想定区域及びその周辺の植生は図 4.3-3 に示すとおり、大部分が伐跡群落、造成地、

二次林であるカスミザクラ－コナラ群落や常緑針葉樹植林であるが、常緑針葉樹植林、畑地雑草

群落、落葉果樹園も点在している。また、一部に牧草地、アカマツ群落、水田雑草群落も分布する。 

このような環境で生息する重要な動物について、表 4.3-9 に示したそれぞれの重要な動物の生

息環境を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による生息環境の変化の可能性の有無

を予測した結果は、表 4.3-12 に示すとおりである。 
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図 4.3-3（1） 事業実施想定区域の現存植生 

資料：「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査（昭和 59

年度調査）」（環境省） 
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図 4.3-3（2） 事業実施想定区域の現存植生 

 
 
 
 
 
 
 
 

【現存植生図 凡例】 

 

資料：「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査（昭和 59 年度調査）」（環境省） 
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表 4.3-12 重要な動物への影響の予測結果 

分類群 重要な動物 予測結果 

哺乳類 

カワネズミ（1種） 
 

主な生息環境（渓流等）は事業実施想定区域
に存在しないことから、地形改変及び施設の
存在並びに施設の稼働による生息環境の変化
は小さいと予測する。 

ヒナコウモリ、ヤマネ、スミスネズミ、ニホン
イイズナ、ホンドオコジョ、カモシカ（6種） 

主な生息環境（樹林、草地、河川等）が事業
実施想定区域に存在することから、地形改変
及び施設の存在並びに施設の稼働により生息
環境が変化する可能性があると予測する。 

鳥類 

マガン、オシドリ、オオヨシゴイ、ミゾゴイ、
トモエガモ、ササゴイ、コサギ、カッコウ、ヨ
タカ、ケリ、ヤマシギ、ハチクマ、ハイタカ、
オオタカ、サシバ、クマタカ、オオコノハズク、
コノハズク、フクロウ、アオバズク、トラフズ
ク、アカショウビン、ヤマセミ、ハヤブサ、サ
ンショウクイ、サンコウチョウ、ヒバリ、オオ
ヨシキリ、マミジロ、トラツグミ、クロツグミ、
アカハラ、コサメビタキ、イワヒバリ、ホオア
カ、ノジコ（36 種） 

主な生息環境（樹林、草地、水田、湿地、河川
等）が事業実施想定区域に存在することから、
地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働に
より生息環境が変化する可能性があると予測
する。 

爬虫類 

ジムグリ、シロマダラ、ヒバカリ、ヤマカガシ、
ニホンマムシ（5種） 

主な生息環境（樹林、草地、水田、河川等）が
事業実施想定区域に存在することから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働により生
息環境が変化する可能性があると予測する。 

両生類 

カジカガエル（1種） 主な生息環境（川幅が広く開けた渓流等）は事
業実施想定区域に存在しないことから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働による生
息環境の変化は小さいと予測する。 

トウホクサンショウウオ、クロサンショウウ
オ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホ
ンアカガエル、トウキョウダルマガエル、モリ
アオガエル（7種） 

主な生息環境（樹林、草地、水田、河川等）が
事業実施想定区域に存在することから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働により生
息環境が変化する可能性があると予測する。 

昆虫類 

モートンイトトンボ、カトリヤンマ、コオイム
シ、タガメ、ホシチャバネセセリ、ギンイチモ
ンジセセリ、チャマダラセセリ、ヘリグロチャ
バネセセリ、クロミドリシジミ、カラスシジミ、
オオゴマシジミ、ヒメシジミ本州・九州亜種、
ミヤマシジミ、ウラギンスジヒョウモン、キマ
ダラモドキ、ツマジロウラジャノメ本州亜種、
オオムラサキ、ギンボシヒョウモン本州亜種、
ヒメギフチョウ本州亜種、ツマグロキチョウ、
ヒメシロチョウ北海道・本州亜種、コガムシ、
ガムシ、ヨツボシカミキリ、オオルリハムシ、
フタモンクモバチ、クロマルハナバチ（27 種） 

主な生息環境（樹林、草地、水田、河川、湿地
等）が事業実施想定区域に存在することから、
地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働に
より生息環境が変化する可能性があると予測
する。 

魚類 

カワヤツメ、ニホンウナギ、キンブナ、タナゴ、
ゼニタナゴ、ウケクチウグイ、エゾウグイ、シ
ナイモツゴ、ドジョウ、ホトケドジョウ、ギバ
チ、アカザ、ニッコウイワナ、サクラマス、ミ
ナミメダカ、シロウオ、ボウズハゼ、オオヨシ
ノボリ、ジュズカケハゼ（19 種） 

主な生息環境（水田、水路、湿地、河川等）が
事業実施想定区域に存在することから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働により生
息環境が変化する可能性があると予測する。 

底生動物 

マルタニシ、モノアラガイ、カラスガイ、マシ
ジミ（4種） 

主な生息環境（水田、水路、湿地、河川等）が
事業実施想定区域に存在することから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働により生
息環境が変化する可能性があると予測する。 

注：種別の主な生息環境については、表 4.3-9 に示した。 

  



 

4-29 
(51) 

② 注目すべき生息地 

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による注目すべき生息地の変化の可能性の有無を予

測した結果は、表 4.3-13 に示すとおりである。 

 
表 4.3-13 注目すべき生息地への影響の予測結果 

注目すべき生息地 予測結果 

重要な鳥類の渡り経路 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（平成 27 年、環境省）

では、渡りを行うタカ類の衛星追跡経路が示されている。これによれば、事業実

施想定区域は、サシバ、ハチクマ、ノスリの主要な渡り経路とはなっていないと

考えられるが、一部の経路が事業実施想定区域周辺を通過していることから、地

形改変及び施設の存在並びに施設の稼働により生息環境が変化する可能性がある

と予測する。 

 
 

 評価 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 
 評価結果 

既存資料により確認された重要な動物のうち、生息環境の変化が小さいと予測される重要な種

（哺乳類 1種、両生類 1種）については、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による重大

な影響は生じないと評価する。 

生息環境が変化する可能性があると予測される重要な種（哺乳類 6種、鳥類 36 種、爬虫類 5種、

両生類 7 種、昆虫類 27 種、魚類 19 種、底生動物 4 種）及び注目すべき生息地（重要な鳥類の渡

り経路）については、生息状況によっては、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響

を受ける可能性がある。 

今後、現地調査により事業実施想定区域及びその周辺における重要な動物の生息状況及び注目

すべき生息地の利用状況を把握したうえで、その結果を踏まえ、重要な動物の生息状況等に配慮

した土地改変及び樹木伐採面積の最小化等を検討することにより、重大な環境影響は実行可能な

範囲内で回避・低減されるものと評価する。 
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植物 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における重要な植物の生育状況、重要な植物群落、巨樹・巨木林

及び天然記念物の分布状況について、表 4.3-14 に示す既存資料により調査するとともに、専門家

へのヒアリングを行った。 

なお、重要な植物及び重要な植物群落の選定は、表 4.3-15 に示す基準に基づいて行った。 

 
 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 
表 4.3-14 収集した既存資料（植物） 

調査項目 文献名 

重要な植物の 

生育状況 

・レッドデータブックふくしまⅠ-福島県の絶滅のおそれのある野生生物（植物・昆虫

類・鳥類） （福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 14 年） 

・福島県植物誌(福島県植物誌編纂委員会、昭和 62 年) 

・二本松市史 第 9巻 (二本松市、平成元年) 

・川俣町史 第 1巻 (川俣町、昭和 57 年) 

・岩代町史 第 1巻 (岩代町、平成元年) 

・東和町史 第 1巻（東和町、昭和58年） 

・福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域，居住制限区域，避難指示解除準備

区域，および旧緊急時避難準備区域を含む市町村（福島県川俣町，飯舘村，南相馬

市，浪江町，葛尾村，田村市，川内村，双葉町，大熊町，富岡町，楢葉町，広野町）

の文献に基づく野生維管束植物の情報（根本秀一・黒沢高秀、平成 26 年 2 月） 

・二本松市の環境 平成 30 年度版（二本松市、閲覧:令和元年 5月） 

・サイエンスミュージアムネット 

（福島大学貴重資料保管室植物標本室、閲覧:令和元年 5月） 

重要な植物群落

の分布状況 

「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査（第 2回（昭和 53、54 年度調査）・第 3回

（昭和 58～62 年度調査）・第 5回（平成 5～10 年度調査））」（環境省） 

巨樹・巨木林の 

分布状況 

「自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査（第 4回（昭和 63～平成 4年度調査）・第

6回（平成 11～16 年度調査））」（環境省） 

天然記念物 ・文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号） 

・福島県文化財保護条例(昭和 45 年条例第 43 号)（福島県 HP、閲覧:令和元年 5月） 

・二本松市文化財保護条例(平成 17 年条例第 199 号) 

・川俣町文化財保護条例（昭和 51 年条例第 14 号） 
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表 4.3-15 重要な植物及び重要な植物群落の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

重
要
な
植
物 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号） 

「福島県文化財保護条例」(昭和45年条例第43号) 

「二本松市文化財保護条例」(平成 17 年条例第 199

号) 

「川俣町文化財保護条例」（昭和51年条例第14号） 

特別天然記念物（特天） 

天然記念物（天然） 

福島県天然記念物（県天） 

二本松市天然記念物（市天） 

川俣町天然記念物（町天） 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」（平成4年法律第75号） 

国際希少野生動植物種（国際） 

国内希少野生動植物種（国内） 

Ⅲ 「環境省レッドリスト2019」（環境省、平成31年） 絶滅（EX） 

野生絶滅（EW） 

絶滅危惧IA類（CR） 

絶滅危惧IB類（EN） 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

準絶滅危惧（NT） 

情報不足（DD） 

絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 

Ⅳ 「ふくしまレッドリスト（2018 年版）」 

（福島県生活環境部自然保護課、平成 31 年） 

絶滅（EX） 

野生絶滅（EW） 

絶滅危惧I類（CR+EN） 

絶滅危惧IA類（CR） 

絶滅危惧IB類（EN） 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

準絶滅危惧（NT） 

情報不足（DD） 

絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 

Ⅴ 「福島県野生動植物の保護に関する条例」(平成 16

年福島県条例第23号)  

特定希少野生動植物(特) 

重

要

な

植

物

群

落 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号） 

「福島県文化財保護条例」(昭和45年条例第43号) 

「二本松市文化財保護条例」(平成 17 年条例第 199

号) 

「川俣町文化財保護条例」(昭和51年条例第14号） 

特別天然記念物（特天） 

天然記念物（天然） 

福島県天然記念物（県天） 

二本松市天然記念物（市天） 

川俣町天然記念物（町天） 

Ⅱ  「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調
査」（環境庁、平成 12 年） 

A 原生林もしくはそれに近い自然林 
B 国内若干地域に分布するが、極めて稀な
植物群落または個体群  

C 比較的普通に見られるものであっても、
南限、北限、隔離分布等分布限界になる
産地に見られる植物群落または個体群  

D 砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿
地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特
有な植物群落または個体群で、その群落
の特徴が典型的なもの 

E 郷土景観を代表する植物群落で、特にそ
の群落の特徴が典型的なもの  

F 過去において人工的に植栽されたこと
が明らかな森林であっても、長期にわた
って伐採等の手が入っていないもの  

G 乱獲その他の人為の影響によって、当該
都道府県内で極端に少なくなるおそれ
のある植物群落または個体群 

H その他、学術上重要な植物群落または個 

体群（種の多様性の高い群落、貴重種の 

生息地となっている群落等） 
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 調査結果 

 重要な植物の生育状況 

既存資料より、事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な植物として、表 4.3-16 に示す

計 64 種が確認された。 

これらの重要な植物は、その生態的特性等から、表 4.3-16 に示す環境に生育すると考えられ

る。 

 
表 4.3-16（1） 植物の重要な種及びその生育環境 

 
  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1 ミズニラ ミズニラ NT NT 山地-池沼，流水中

2 サンショウモ オオアカウキクサ EN CR 低地-水田，池沼

3 ヒノキ ヒノキ NT 山地-岩角地

4 イブキ NT 海岸-崖地

5 イチイ イチイ NT 山地～亜高山

6 キャラボク NT 山地～高山

7 マツブサ チョウセンゴミシ VU 山地

8 クスノキ ヤマコウバシ NT 低地～山地-二次林内

9 オモダカ ウリカワ EN 低地-水田

10 シュロソウ クルマバツクバネソウ NT 山地-林内

11 サルトリイバラ マルバサンキライ VU 山地

12 ラン エビネ NT VU 低地-雑木林内

13 ギンラン NT 低地～山地

14 スズラン VU 山地-高原　

15 キバナノアツモリソウ VU DD 山地～亜高山-夏緑樹林内

16 シロテンマ CR EN 亜寒帯～暖温帯の林内

17 アケボノシュスラン NT 山地

18 コフタバラン VU 亜寒帯～冷温帯の林内

19 マイサギソウ VU 冷温帯～暖温帯の草地

20 トキソウ NT NT 山地-湿原

21 ホシクサ イヌノヒゲ NT 低地-水田，水辺

22 カヤツリグサ ヤマタヌキラン NT 高山-火山裸地

23 ミヤマクロスゲ VU 高山-乾原

24 ヌイオスゲ VU VU 高山-草原

25 ケシ ナガミノツルケマン NT 林縁や草地

26 キンポウゲ フクジュソウ VU 山地

27 レンゲショウマ NT 山地-林内

28 カザグルマ NT EN 低地-林縁

29 ユキノシタ クロクモソウ VU 亜高山～高山-渓側岩上

30 マメ ケヤブハギ VU 山地

31 イヌハギ VU CR 低地-草原

32 バラ キビナワシロイチゴ NT 原野や林縁

33 イラクサ イラクサ NT 低地～山地-陰湿地

34 ブナ アラカシ NT 低地～山地-乾燥地

35 ツクバネガシ EN 山地

生育環境No. 科名 種名
選定基準
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表 4.3-16（2） 植物の重要な種及びその生育環境 

 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

36 オトギリソウ オクヤマオトギリ VU 山地草原

37 トウダイグサ マルミノウルシ NT NT 山地

38 ミソハギ ヒメミソハギ EN 低地-水田，湿地

39 ムクロジ ホソエカエデ DD 山地

40 オオイタヤメイゲツ NT 山地

41 アブラナ イワハタザオ VU 山地

42 ハタザオ CR 低地-海岸砂丘，草原

43 ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ VU VU 山地

44 タデ ノダイオウ VU EN 山地-水湿地，草地

45 ナデシコ ワダソウ VU 山地

46 サカキ サカキ NT 低地

47 サクラソウ マンリョウ DD 山地-林内

48 サクラソウ NT EN 低地～山地-河畔，湿地

49 ツツジ イソツツジ NT 高山-湿原，硫気孔周辺

50 サツキ VU 川岸の岩上

51 リンドウ オヤマリンドウ NT 高山

52 モクセイ ヒイラギ NT 山地

53 オオバコ イヌノフグリ VU EN 低地-路傍

54 シソ ツルカコソウ VU EN 山地-草原

55 ヤマジソ NT NT 低地～山地

56 エゾタツナミソウ NT 山地

57 ハマウツボ エゾコゴメグサ DD 高原

58 ヒキヨモギ VU 低地-草原

59 キキョウ キキョウ VU VU 山地-草原

60 キク シオン VU 山地-湿地

61 ハバヤマボクチ EN 山地-草原

62 オナモミ VU CR 低地-荒地

63 スイカズラ キタカミヒョウタンボク EN 山地

64 カノコソウ VU 山地

合計 38科 64種 0種 0種 21種 61種 0種 -

No. 科名 種名
選定基準

生育環境
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② 重要な植物群落の分布状況 

既存資料によると、事業実施想定区域及びその周辺には重要な植物群落は存在しない。 

 
③ 巨樹・巨木林の分布状況 

既存資料によると、事業実施想定区域及びその周辺には表 4.3-17 及び図 4.3-4 に示す巨樹・

巨木林が存在しているが、事業実施想定区域には巨樹・巨木林は存在しない。 

 

表 4.3-17 巨樹・巨木林 

No. 所在地 樹種 樹幹(cm) 樹高(m) 

1 

二本松市 
（旧安達郡岩代町） 

スギ 933 27 

2 ケヤキ 530 27 

3 エドヒガン 660 21 

4 ヤマフジ 115 0 

5 カキ 270 13 

6 エドヒガン 530 23 

7 エドヒガン 310 21 

8 シダレザクラ 330 18 

9 シダレザクラ 280 18 

10 シダレザクラ 500 20 

11 キャラボク 210 4 

12 エドヒガン 420 13 

13 コブシ 216 23 

14 スギ 284 32 

資料：「自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査（第 4 回（昭和 63～平成 4 年度調査）・

第 6 回（平成 11～16 年度調査））」（環境省） 
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図 4.3-4 巨樹・巨木林の位置  

資料：「自然環境情報 GIS 提供システム巨樹・巨木調

査」（環境省） 

川俣町 

二本松市 
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④ 天然記念物の分布状況 

既存資料によると、事業実施想定区域周辺には表 4.3-18 及び図 4.3-5 に示す天然記念物が存

在しているが、事業実施想定区域には天然記念物は存在しない。 

 
表 4.3-18 天然記念物 

No. 名称 
選定基準 

Ⅰ 

1 木幡の大スギ 天然 

2 富沢のケヤキ 市天 

3 香野姫神社の夫婦ザクラ 市天 

4 祭田のサクラ 市天 

5 最勝寺のコウヤマキ 市天 

6 北向のツツジ 市天 

7 毘沙門様のケヤキ 市天 

8 愛蔵寺の護摩ザクラ 市天 

9 八幡神社のモミジ 市天 

10 宮田のイチョウ 市天 

11 桃前のサクラ 市天 

12 合戦場のしだれ桜 市天 

資料：1.「国指定文化財等データベース」（文化庁 HP、閲覧:令和元年 5月） 
2.「福島県 県指定天然記念物」(福島県 HP、閲覧:令和元年 5月) 
3.「二本松市 市指定天然記念物」(二本松市 HP、閲覧:令和元年 5月) 
4.「川俣町 町指定天然記念物」(川俣町 HP、閲覧:令和元年 5月) 
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⑤ 専門家へのヒアリング 

既存資料の収集整理のみでは得られない地域の情報について植物の専門家 1 名へヒアリングを

実施した。その結果を表 4.3-19 に示す。 

 
表 4.3-19 専門家へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 
植物 

大学教授 

 

実施日： 

令和元年 

6 月 19 日 

 

［希少種の分布情報について］ 

・麓山は草地性の希少な植物が集中している貴重な環境である。草地が維持されてい

るところが少なくなり、麓山のような環境は危機的状況にある。福島県内でも貴重

な環境と言える。 

 

［事業計画について］ 

・しっかり現地調査を行い、希少な植物が生育している箇所は事業からはずすことが

望ましい。また、事業地及びその周辺で草地管理を行い、希少な植物の生育地の維

持ができると良い。 

・環境影響評価の手続きの上で、環境省から緑化の指導をされると思うが、ここでは

通常行われる緑化の実施は望ましくない。草地の維持のために定期的に刈払を行う

こと、在来の草地に大きな影響を及ぼす牧草は使わないこと、切土・盛土は避ける

ことが重要である。牧草を使った緑化は絶対に避けるべきで、工事の際に改変する

箇所の表土を取っておいて、撒き出しをすることにより早期の植生の復元を図るこ

とがよい。 

・風力発電は本来環境負荷が小さい事業である。風力発電は草地環境の維持とは親和

性が高いのではないか。希少な植物の生育地の回避＋草地環境の維持により、環境

保全に寄与することをアピールできると良い。 
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図 4.3-5 天然記念物の位置  

資料: 

1.「国指定文化財等データベース」 

（文化庁HP、閲覧:令和元年5月） 

2.「福島県の文化財一覧」 

(福島県HP、閲覧:令和元年5月) 

3.「二本松市の文化財一覧」 

(二本松市 HP、閲覧:令和元年5月) 

4.「川俣町の文化財一覧」 

(川俣町 HP、閲覧:令和元年5月) 

 

川俣町 
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 予測 

 予測手法 

事業実施想定区域と重要な植物の生育環境、重要な植物群落、巨樹・巨木林、天然記念物との位

置関係から、直接改変及び施設の存在に伴う重要な植物の生育環境、重要な植物群落、巨樹・巨木

林及び天然記念物の変化の可能性の有無を整理するものとした。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 
 予測結果 

 重要な植物 

事業実施想定区域の植生は、大部分が伐跡群落、造成地、二次林であるカスミザクラ－コナラ群

落であるが、常緑針葉樹植林、畑地雑草群落、落葉果樹園も点在している。また、一部に牧草地、

アカマツ群落、水田雑草群落も分布する。（図 4.3-3（p4-26）参照） 

このような環境で生育する重要な植物について、表 4.3-16 に示したそれぞれの重要な植物の生

育環境を基に、地形改変及び施設の存在による生育環境の変化の可能性の有無を予測した結果は、

表 4.3-20 に示すとおりである。 

 
表 4.3-20 重要な植物への影響の予測結果 

重要な植物 予測結果 
イブキ（1種） 主な生育環境（池沼、海岸

等）は事業実施想定区域に
存在しないことから、地形
改変及び施設の存在によ
る生育環境の変化は小さ
いと予測する。 

ミズニラ、オオアカウキクサ、ヒノキ、イチイ、キャラボク、チョウセンゴ
ミシ、ヤマコウバシ、ウリカワ、クルマバツクバネソウ、マルバサンキライ、
エビネ、ギンラン、スズラン、キバナノアツモリソウ、シロテンマ、アケボ
ノシュスラン、コフタバラン、マイサギソウ、トキソウ、イヌノヒゲ、ヤマ
タヌキラン、ミヤマクロスゲ、ヌイオスゲ、ナガミノツルケマン、フクジュ
ソウ、レンゲショウマ、カザグルマ、クロクモソウ、ケヤブハギ、イヌハギ、
キビナワシロイチゴ、イラクサ、アラカシ、ツクバネガシ、オクヤマオトギ
リ、マルミノウルシ、ヒメミソハギ、ホソエカエデ、オオイタヤメイゲツ、
イワハタザオ、ハタザオ、ミヤマツチトリモチ、ノダイオウ、ワダソウ、サ
カキ、マンリョウ、サクラソウ、イソツツジ、サツキ、オヤマリンドウ、ヒ
イラギ、イヌノフグリ、ツルカコソウ、ヤマジソ、エゾタツナミソウ、エゾ
コゴメグサ、ヒキヨモギ、キキョウ、シオン、ハバヤマボクチ、オナモミ、
キタカミヒョウタンボク、カノコソウ（63 種） 

主な生育環境（山地、樹林
地、草地、林縁、路傍、湿
地、水田、畑地、河川等）
が事業実施想定区域に存
在することから、地形改変
及び施設の存在により生
育環境が変化する可能性
があると予測する。 

注：種別の主な生育環境については、表 4.3-16 に示した。  
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② 重要な植物群落 

既存資料によると、事業実施想定区域には重要な植物群落は存在しておらず、重要な植物群落へ

の環境影響は生じないと予測する。 

 
③ 巨樹・巨木林 

既存資料によると、事業実施想定区域には巨樹・巨木林は存在しておらず、巨樹・巨木林への環

境影響は生じないと予測する。 

 
④ 天然記念物 

既存資料によると、事業実施想定区域には天然記念物は存在しておらず、天然記念物への環境影

響は生じないと予測する。

 

 評価 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 
 評価結果 

既存資料により確認された重要な植物のうち、生育環境の変化が小さいと予測される重要な種

（1 種）、重要な植物群落、巨樹・巨木林及び天然記念物については、地形改変及び施設の存在に

よる重大な影響は生じないと評価する。 

生育環境が変化する可能性があると予測される重要な種（63 種）については、生育状況によっ

ては、地形改変及び施設の存在による影響を受ける可能性がある。 

今後、現地調査により事業実施想定区域及びその周辺における重要な植物の生育状況を把握し

たうえで、その結果を踏まえ、重要な植物の生育状況等に配慮した土地改変の最小化、草地環境の

維持等を検討することにより、重大な環境影響は実行可能な範囲内で回避・低減されるものと評

価する。 

 
  



 

4-41 
(63) 

生態系 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、

表 4.3-21 に示す既存資料により調査した。なお、重要な自然環境のまとまりの場の選定は、表 

4.3-22 に示す基準に基づいて行った。 

 
 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 
表 4.3-21 収集した既存資料（生態系） 

調査項目 文献名 

重要な自然環境

のまとまりの場

の分布状況 

・「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号） 

・「福島県文化財保護条例」(昭和 45 年条例第 43 号)（福島県 HP、閲覧:令和元年 5月） 

・「生息地等保護区一覧」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5月） 

・「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」 

（昭和 55 年条約第 28 号） 

・「日本の重要湿地 500」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5月） 

・「平成 30 年度 鳥獣保護区等位置図」（福島県、平成 30 年） 

・「自然環境保全基礎調査 植生調査（1/25,000 縮尺）」（環境省） 

・「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査（第 2 回（昭和 53、54 年度調査）・第 3

回（昭和 58～62 年度調査）・第 5回（平成 5～10 年度調査））」（環境省） 

・「自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査（第 4 回（昭和 63～平成 4 年度調査）・

第 6回（平成 11～16 年度調査））」（環境省） 
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表 4.3-22 重要な自然環境のまとまりの場の選定基準 

 選定基準 カテゴリー 

重
要
な
自
然
環
境
の
ま
と
ま
り
の
場 

Ⅰ 「自然環境保全基礎調査 植生調査 

（1/25,000 縮尺）」（環境省） 

植生自然度 10・9 の自然草原（草）、自

然林（林） 

Ⅱ 「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」 

（環境省） 

特定植物群落（特植） 

Ⅲ 「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214 号） 

「福島県文化財保護条例」 

（昭和 45 年福島県条例第 43 号） 

天然保護区域（天然） 

Ⅳ 「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号） 

「県立自然公園条例」（昭和 33 年福島県条例第 23 号） 

国立公園（国立） 

国定公園（国定） 

県立自然公園（県） 

Ⅴ 「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号） 

「福島県自然環境保全条例」 

（昭和 47 年福島県条例第 55 号） 

原生自然環境保全地域（原） 

自然環境保全地域（自） 

福島県自然環境保全地域（県自） 

Ⅵ 「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号） 特別緑地保全地区（特） 

Ⅶ 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する 

法律」（平成 14 年法律第 88 号） 

特別保護地区（特保） 

鳥獣保護区（鳥獣） 

Ⅷ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」（平成 4年法律第 75 号） 

生息地等保護区（生） 

Ⅸ 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す

る条約（ラムサール条約）」 

（昭和 55 年条約第 28 号） 

ラムサール条約湿地（ラ） 

Ⅹ 「日本の重要湿地 500」 

（環境省 HP、閲覧：令和元年 5月） 

重要湿地（湿） 

ⅩⅠ 「自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査」 

（環境省） 

巨樹・巨木林のうち樹林（巨） 

ⅩⅡ 保安林制度（林野庁） 保安林（保） 
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 調査結果 

既存資料より、事業実施想定区域及びその周辺における重要な自然環境のまとまりの場は表 

4.3-23 及び図 4.3-6 に示すとおりであり、事業実施想定区域及びその周辺には、アカマツ群落、

スズタケ－ブナ群団の自然林等が存在する。 

 
表 4.3-23 重要な自然環境のまとまりの場 

記
号 

重要な自然環境の 
まとまりの場 

選定基準 
概要 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
Ⅹ
Ⅰ 

Ⅹ
Ⅱ 

A 自然林 林            アカマツ群落、スズタケ－ブナ群団 

B 
阿武隈高原中部 
県立自然公園 

   県 

        
二本松市、川俣町、浪江町、葛尾村、
田村市の境界（日山地区）の約 300ha
が県立自然公園に指定されている。 

C 旭鳥獣保護区       鳥
獣 

     

身近な鳥獣生息地として二本松市に
県指定の鳥獣保護区として指定され
ている。 

D 国有保安林            保 

国有保安林は、事業実施想定区域周辺
では、二本松市、川俣町に指定範囲が
ある。 

E 民有保安林            保 

民有保安林は、事業実施想定区域周辺
では、二本松市、川俣町に指定範囲が
ある。 
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図 4.3-6 重要な自然環境のまとまりの場の位置  

資料：1.「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査」

（環境省） 

2. ｢県立自然公園条例｣（福島県） 

3.「平成 30 年度 鳥獣保護区等位置図」 

（福島県、平成 29 年） 

4.「自然環境情報 GIS 提供システム 特定植物群

落調査」（環境省） 

注：図中の記号は表 4.3-23 の記号と整合する。 

E 

B 

D 

A 
A 

C 

D 

E 

A 
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 予測 

 予測手法 

事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場との位置関係から、直接改変及び施設の存

在・稼働に伴う重要な自然環境のまとまりの場の変化の可能性の有無を整理するものとした。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 
 予測結果 

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による重要な自然環境のまとまりの場の変化の可能

性の有無を予測した結果は、表 4.3-24 に示すとおりである。 

 
表 4.3-24 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

記
号 

重要な自然環境の 
まとまりの場 

事業実施想定 
区域との距離 

予測結果 

A 自然林 約 0.1km 
自然林は、事業実施想定区域と重ならないことから、地形改
変及び施設の存在並びに施設の稼働による変化は小さいと
予測する。 

B 
阿武隈高原中部 

県立自然公園 
約 2.3km 

阿武隈高原中部県立自然公園は、事業実施想定区域と重なら
ないことから、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働に
よる変化は小さいと予測する。 

C 旭鳥獣保護区 0km 
旭鳥獣保護区は、一部が事業実施想定区域と重なっているこ
とから、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働により変
化する可能性があると予測する。 

D・

E 
保安林(国有・民有) 約 0.5km 

保安林は、一部が事業実施想定区域と重なっていることか
ら、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働により変化す
る可能性があると予測する。 

注：事業実施想定区域との距離について、該当箇所が複数ある場合は、最も近い距離とした。 

 
 評価 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 
 評価結果 

既存資料により確認された重要な自然環境のまとまりの場のうち、変化が小さいと予測される、

「自然林」及び｢阿武隈高原中部県立自然公園｣については、地形改変及び施設の存在並びに施設

の稼働による重大な影響は生じないと評価する。変化を受ける可能性があると予測される「保安

林(国有・民有)」及び「旭鳥獣保護区」については、改変区域との重なりの状況によっては、地形

改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響を受ける可能性がある。今後、現地調査により

事業実施想定区域及びその周辺における重要な自然環境のまとまりの場の状況を把握したうえで、

その結果を踏まえ、土地改変及び樹木伐採面積の最小化等を検討することにより、重大な環境影

響は実行可能な範囲内で回避・低減されるものと評価する。なお、保安林等の法令等の制約を受け

る場所において土地の形質の変更等が生じる場合には、今後必要な許認可の取得を進める計画で

ある。  
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景観 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における主要な眺望点及び景観資源の分布状況、並びに主要な

眺望景観の状況を既存資料により調査した。 

 
 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

なお、送電鉄塔に対する景観への影響が生じる範囲について、「景観対策ガイドライン（案）」

（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）によると、景観的にはほとんど気になら

ない垂直見込角は 1°以下とされている。本事業における計画段階の風力発電機の高さは最大約

157m であり、風力発電機から約 9km で垂直見込角が 1°となると想定される。これを踏まえ、主

要な眺望点については、事業実施想定区域の端部から 9km の範囲を調査地域とした。 

 
 調査結果 

事業実施想定区域の端部から 9km の範囲内にある主要な眺望点及び主要な眺望点からの眺望景

観の状況は、表 4.3-25 及び図 4.3-7 に示すとおりである。主要な眺望点は、小神麓山等、15 箇

所存在している。 

また、事業実施想定区域及びその周辺の景観資源は表 4.3-26 及び図 4.3-7 に示すとおりであ

り、39 箇所存在している。 
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表 4.3-25 事業実施想定区域から 9km 圏内の主要な眺望点及び主要な眺望点からの眺望景観 

No. 主要な眺望点 
主要な眺望点から 

見える眺望景観 
概 要 

1 小神麓山 月舘町や霊山 

小神麓山の山頂にある社は、福島市信夫山の羽黒山を移し

た社であり、信仰の山である。山頂からは月舘町や霊山を

望むことができる。 

2 布引山 

川俣町内、吾妻・安

達太良連峰、 

二岐山、那須連峰 

山頂付近は比較的平坦であり、春にはカタクリの花が咲き

誇りのどかなところである。山頂からの展望は、川俣町内

を一望に見渡せるほか、吾妻・安達太良連峰や遠くは二岐

山、那須連峰が見える。 

3 峠の森自然公園 
特定の眺望景観は確

認できず 

峠の森と花塚山頂、花塚台、花塚の里を有機的に結合させ

た「花塚山探勝路」の一方の起点であり、花塚山の登山口

になっている。 

4 舘ノ山 川俣町の繁華街 

川俣町の繁華街を南方から見下ろすようにそびえており、

本丸跡と二の丸跡があり、特に二の丸跡は、桜が咲き下界

の見晴らしも良く、多くの人に親しまれているところであ

る。 

5 
花塚台 

（花塚山） 

360°パノラマ 

太平洋、川俣盆地、

吾妻安達太良連峰 

峠の森自然公園と花塚の里と花塚山頂をつなぐ歩道とし

て整備された「花塚山探勝路」沿いにあり、太平洋、川俣

盆地や吾妻安達太良連峰が一望できる。 

6 福沢羽山 
川俣町（北半分）、

月舘町、飯野町 

福沢羽山には、羽山塚や羽山神社が位置し、川俣町の北半

分と月舘町、飯野町が一望出来る。 

7 口太山 

360°パノラマ 

吾妻・安達太良 

・那須連峰 

登山道や山頂が整備されていて四季を通して多くの登山

客に親しまれている。また、山頂からの吾妻・安達太良・

那須連峰などの 360°の大パノラマは見事である。 

8 
夏無沼自然公園 

・キャンプ場 

特定の眺望景観は確

認できず 

口太山の登山口であり、山頂まで約 20 分の距離にある。

山の中腹に位置し、キャンプ場がありバンガローや炊事棟

が整備されている。 

9 疣石山 比曽集落 
山頂部には、霊山層特有のイボイボ状の巨石があり、山頂

からの眺望は眼下に比曽集落のたたずまいを一望できる。 

10 戦山 

360°パノラマ 

太平洋、宮城県金華

山、霊山、蔵王連

峰、吾妻・安達太良

連山、阿武隈の山々 

大火山・花塚山に連なる、飯樋盆地を取り巻く山嶺のひと

つであり、頂上部からの眺望は良好であり、東は太平洋、

宮城県金華山、北は霊山、蔵王連峰西は吾妻・安達太良連

山、南は阿武隈の山々が一望できる。 

11 高太石山 
特定の眺望景観は確

認できず 

山頂まで複数の登山コースが整備されており、山頂よりや

や下った場所に展望岩がある。 

12 羽山（麓山） 360°パノラマ 

春には山ツツジなどが参道から頂上にかけて咲き誇り、訪

れる登山客の目を楽しませている。山頂からの眺望は良

い。 

13 日山キャンプ場 安達太良連山 
バンガロー等が整備され、キャンプ場からは安達太良の連

山を眺めることができる。 

14 日山 

360°パノラマ 

太平洋、 

遠方に富士山 

県立自然公園に指定され、阿武隈山系第二の高峰として知

られ、山頂からの視界も広く、条件が良ければはるか太平

洋を望むことができるほか、遠方に富士山を見ることがで

きる。 

15 移ヶ岳 
360°パノラマ 

阿武隈山系、太平洋 

狭い岩場の山頂からは、360°の展望が可能で、阿武隈山

系の主要な山々から、太平洋まで見渡せる。 

資料：1.「観光イベント」（川俣町 HP、閲覧：令和元年 5月） 

2.「レジャーショップ」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

3.「にほんまつ観光処」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5月） 

4.「までいライフいいたて」（飯館村 HP、閲覧：令和元年 5月） 

5.「登山・トレッキング」（田村市 HP、閲覧：令和元年 5月）  
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表 4.3-26 事業実施想定区域及びその周辺の景観資源 

No． 景観資源 概 要 

1 五十人山 自然景観資源（火山性弧峰） 

2 霊山 自然景観資源（火山性弧峰） 

3 虎捕山 自然景観資源（火山性弧峰） 

4 花塚山 自然景観資源（火山性弧峰） 

5 天王山(日山) 自然景観資源（火山性弧峰） 

6 蟹山 自然景観資源（火山性弧峰） 

7 竜子山(葛尾小富士) 自然景観資源（火山性弧峰） 

8 白馬石山 自然景観資源（火山性弧峰） 

9 移ヶ岳 自然景観資源（火山性弧峰） 

10 鎌倉岳 自然景観資源（火山性弧峰） 

11 片曽根山 自然景観資源（火山性弧峰） 

12 信夫山 自然景観資源（火山性弧峰） 

13 鹿島神社のペグマタイ岩脈 自然景観資源（陸景 岩脈） 

14 宇多川渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

15 小滝の渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

16 横川渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

17 高瀬川渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

18 阿武隈渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

19 島山の阿武隈渓谷 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

20 蓬莱峡(阿武隈渓谷) 自然景観資源（峡谷・渓谷） 

21 大日岩・蓬莱岩 自然景観資源（河川 断崖・岩壁） 

22 阿武隈峡のポットホール 自然景観資源（河川 甌穴群） 

23 阿武隈峡島山の節理 自然景観資源（水景 節理） 

24 川俣中央公園 川俣町中心市街地活性化基本計画に記載の自然景観資源 

25 女神山 うつくしま百名山に登録 

26 木幡山 うつくしま百名山に登録 

27 口太山 うつくしま百名山に登録 

28 千貫森 うつくしま百名山に登録 

29 野手上山 うつくしま百名山に登録 

30 羽山（麓山） うつくしま百名山に登録 

31 村民の森・あいの沢の緑 ふくしま緑の 100 景に登録 

32 楯和気神社の森 ふくしま緑の 100 景に登録 

33 稚児舞台の緑 ふくしま緑の 100 景に登録 

34 長谷観音の笠マツとスギ ふくしま緑の 100 景に登録 

35 岩角山高松山の自然林 ふくしま緑の 100 景に登録 

36 杉沢の大スギ ふくしま緑の 100 景に登録 

37 舘公園 ふくしま緑の 100 景に登録 

38 安倍文殊のスギ並木 ふくしま緑の 100 景に登録 

39 旧城跡の緑 ふくしま緑の 100 景に登録 

資料：1.「第 3回自然環境保全基礎調査 福島県自然環境情報図」（環境庁、平成元年） 

2.「川俣町中心市街地活性化基本計画」（川俣町、平成 26 年） 

3.「うつくしま百名山」（うつくしま百名山選定委員会、平成 10 年） 

4.「ふくしま緑の百景」（福島民報社ならびに県緑化推進委員会、昭和 60 年）  
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図 4.3-7 主要な眺望点及び景観資源の位置  

資料は表 4.3-27 に記載した。 

事業実施想定区域 

端部から 9km 圏内 
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表 4.3-27 図 4.3-7 の出典資料 

資料：1.「観光イベント」（川俣町 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

2.「レジャーショップ」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

3.「にほんまつ観光処」（二本松市 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

4.「までいライフいいたて」（飯館村 HP、閲覧：令和元年 5月） 

5.「登山・トレッキング」（田村市 HP、閲覧：令和元年 5 月） 

6.「第 3 回自然環境保全基礎調査 福島県自然環境情報図」（環境庁、平成元年） 

7.「川俣町中心市街地活性化基本計画」（川俣町、平成 26 年） 

8.「うつくしま百名山」（うつくしま百名山選定委員会、平成 10 年） 

9.「ふくしま緑の百景」（福島民報社ならびに県緑化推進委員会、昭和 60 年） 

 
 予測 

 予測手法 

 主要な眺望点及び景観資源への影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区

域との位置関係により、これらの直接改変の可能性の有無を整理した。 

 
 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、主要な眺望点か

ら風力発電機が視認される可能性のある領域（可視領域）を予測した。 

なお、可視領域の予測にあたり、風力発電機は高さ 157m と仮定し、事業実施想定区域に概ね 360m

（ローター直径の 3倍）の間隔をあけて仮に配置した。標高データは、国土地理院の基盤地図情報

（10m 標高メッシュ）を使用した。 

 
 主要な眺望点からの眺望景観への影響 

風力発電機を視認できる可能性のある主要な眺望点について、主要な眺望点からの眺望景観に

風力発電機が介在するか否かを整理するとともに、主要な眺望点から事業実施想定区域に概ね

360m（ローター直径の 3 倍）の間隔をあけて仮に配置した風力発電機までの距離から風力発電機

の見えの大きさ（垂直見込角）の最大値と最小値を予測し、主要な眺望点からの眺望景観の変化の

程度を把握するものとした。なお、風力発電機の高さを 157m と仮定し、風力発電機が眺望点から

水平の位置に見えるものと仮定した。 

 
 予測地域及び予測地点 

 主要な眺望点及び景観資源への影響 

予測地域は、調査地域と同じ範囲とした。 

 
 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

予測地点は、表 4.3-25 に示す主要な眺望点とした。 

 
 主要な眺望点からの眺望景観への影響 

予測地点は、表 4.3-25 に示す主要な眺望点とした。  
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 予測結果 

 主要な眺望点及び景観資源への影響 

事業実施想定区域と主要な眺望点及び景観資源との位置関係は、図 4.3-7 に示すとおりである。 

主要な眺望点及び景観資源については、「口太山」及び「羽山（麓山）」が事業実施想定区域内に

存在することから、直接改変を受ける可能性があると予測する。 

 
 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点から風力発電機が視認される可能性のある領域（可視領域）の予測結果は、図 

4.3-8 に示すとおりである。 

主要な眺望点の全ての地点において、風力発電機が視認される可能性が高いと予測する。なお、

可視領域の予測において、樹木や人工構造物等による遮蔽については考慮していない。 

 

 主要な眺望点からの眺望景観への影響 

風力発電機を視認できる可能性のある主要な眺望点について、主要な眺望点からの眺望景観の

変化の程度の予測結果は、表 4.3-28 に示すとおりである。 

 
(A) 主要な眺望点からの眺望景観への風力発電機の介在 

主要な眺望点のうち、「布引山」、「花塚台（花塚山）」、「口太山」、「戦山」、「羽山（麓山）」、「日

山キャンプ場」、「日山」及び「移ヶ岳」において、眺望景観に風力発電機が介在する可能性がある

と予測する。 

 
(B) 風力発電機の見えの大きさ 

「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）におい

て、垂直見込角の大きさに応じた送電鉄塔の見え方について整理した知見が示されている（表 

4.3-29）。 

「口太山」においては風力発電機の垂直見込角は最大で 57.5°、「羽山（麓山）」においては最

大で 38.1°となり、前述の知見を踏まえると、「見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる」

程度で視認される可能性があると予測する。 

「夏無沼自然公園・キャンプ場」においては、風力発電機の垂直見込角は最大で 6.9°となり、

「やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるようになる。

圧迫感はあまり受けない（上限か）」程度で視認される可能性があると予測する。 

「疣石山」においては、風力発電機の垂直見込角は最大で 3.6°となり、「比較的細部まで見え

るようになり、気になる。圧迫感は受けない。」程度で視認される可能性があると予測する。 

「福沢羽山」においては、風力発電機の垂直見込角は最大で 2.8°、「日山キャンプ場」におい

ては、最大で 2.6°となり、「比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」

程度で視認される可能性があると予測する。 

その他の眺望点においては、垂直見込角が 2.0°以下であり、「十分に見えるけれど、景観的に

はほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。」、あるいは「シルエットになっている場合

には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。シルエットにならず、さらに環境融和塗色

がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の加減によっては見えないこともある。」と
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されており、主要な眺望点からの眺望景観に重大な影響を及ぼす可能性は低いと予測される。 

 

 

表 4.3-28 主要な眺望点からの眺望景観の変化の程度の予測結果 

主要な眺望点 
視認 

可能性 

主要な眺望点からの眺望景観への影響 

眺望景観への 

風力発電機の介在 

風力発電機の 

見えの大きさ 

眺望景観 介在 
距離 
（km） 

垂直見込角 
（°） 

小神麓山 ○ 月舘町、霊山 × 8.6～14.5 0.6～1.0 

布引山 ○ 
川俣町内、吾妻・安達太良連
峰、二岐山、那須連峰 

○ 7.6～13.6 0.7～1.2 

峠の森自然公園 ○ 
特定の眺望景観は確認でき
ず 

－ 8.6～14.5 0.6～1.0 

舘ノ山 ○ 川俣町の繁華街 × 5.0～10.9 0.8～1.8 

花塚台（花塚山） ○ 
360°パノラマ 
太平洋、川俣盆地、吾妻安達
太良連峰 

○ 5.9～11.2 0.8～1.5 

福沢羽山 ○ 
川俣町（北半分）、月舘町、飯
野町 

× 3.2～8.8 1.0～2.8 

口太山 ○ 
360°パノラマ 
吾妻・安達太良・那須連峰 

○ 0.1～5.9 1.5～57.5 

夏無沼自然公園 

・キャンプ場 
○ 

特定の眺望景観は確認でき
ず 

－ 1.3～5.6 1.6～6.9 

疣石山 ○ 比曽集落 × 2.5～8.3 1.1～3.6 

戦山 ○ 

360°パノラマ 
太平洋、宮城県金華山、霊
山、蔵王連峰、吾妻・安達
太良連山、阿武隈の山々 

○ 5.7～11.3 0.8～1.6 

高太石山 ○ 
特定の眺望景観は確認でき
ず 

－ 5.8～10.6 0.8～1.6 

羽山（麓山） ○ 360°パノラマ ○ 0.2～5.6 1.6～38.1 

日山キャンプ場 ○ 安達太良連山 ○ 3.5～9.2 1.0～2.6 

日山 ○ 
360°パノラマ 
太平洋、遠方に富士山 

○ 4.8～10.1 0.9～1.9 

移ヶ岳 ○ 
360°パノラマ 
阿武隈山系、太平洋 

○ 8.5～14.2 0.6～1.1 

注：1.主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性；「○」高い、「×」低い 

2.主要な眺望点からの眺望景観への風力発電機の介在；「○」介在する、「×」介在しない、「-」既存資料から眺

望景観に風力発電機が介在するか確認できなかった場合。 

3.距離は、各眺望点から最も近い風力発電機と最も遠い風力発電機までの水平距離を表し、垂直見込角は、各眺

望点から最も遠い風力発電機と最も近い風力発電機の角度を表す。なお風力発電機の位置は仮配置である。 
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表 4.3-29 垂直見込角と鉄塔の見え方に関する知見 

垂直見込角 鉄塔の見え方 

0.5° 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1° 十分に見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

1.5～2° シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気になら

ない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3° 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6° やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるよう

になる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12° めいっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の

景観要素としては際立った存在になり周辺の景観とは調和しえない。 

20° 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

資料：「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年） 
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図 4.3-8 主要な眺望点における予測結果 

事業実施想定区域 

端部から 9km 圏内 

※事業実施想定区域端部から 9km 圏内を示す。 

資料： 

1.「観光イベント」（川俣町 HP） 

2.「レジャーショップ」（二本松市 HP） 

3.「にほんまつ観光処」（二本松市 HP） 

4.「までいライフいいたて」（飯館村 HP） 

5.「登山・トレッキング」（田村市 HP） 

（各 HP 閲覧:令和元年 5 月） 



 

4-55 
(77) 

 評価 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 

 評価結果 

 主要な眺望点及び景観資源への影響 

予測の結果、風力発電機の配置を想定している事業実施想定区域内に主要な眺望点及び景観資

源である「口太山」及び「羽山（麓山）」が存在し、直接改変を受ける可能性があるが、今後の事

業計画の検討において、景観資源の利用状況等を把握したうえで、風力発電機の配置計画等を検

討することにより、重大な環境影響は回避・低減されるものと評価する。 

 
 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び眺望景観への影響 

予測の結果、主要な眺望点から眺望景観への影響については下記のとおりと想定される。 

 

・「口太山」、「羽山（麓山）」 

事業実施想定区域内に存在し、風力発電機の垂直見込角は「口太山」において最大で 57.5°、

「羽山（麓山）」において最大で 38.1°であり、「見上げるような仰角にあり、圧迫感も強く

なる」程度の視覚的な変化が生じる可能性がある。 

・「夏無沼自然公園・キャンプ場」 

既存資料からは眺望景観に風力発電機が介在するかどうかについて確認できない。 

風力発電機の垂直見込角は最大で 6.9°となり、「やや大きく見え、景観的にも大きな影響

がある（構図を乱す）。架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）」程

度となる可能性がある。 

・「日山キャンプ場」 

眺望景観に風力発電機が介在する可能性がある。風力発電機の垂直見込角は最大で 2.6°と

なり、「比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」程度となる可能性

がある。 

・「疣石山」 

眺望景観に風力発電機が介在する可能性は低い。風力発電機の垂直見込角は最大で 3.6°と
なり、「比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」程度となる可能性

がある。 

・「福沢羽山」 

眺望景観に風力発電機が介在する可能性は低い。風力発電機の垂直見込角は最大で 2.8°と

なり、「比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」程度となる可能性

がある。 

・「布引山」、「花塚台（花塚山）」、「戦山」、「日山」、「移ヶ岳」、「峠の森自然公園」、「高太石山」 

眺望景観に風力発電機が介在する可能性があるものの、垂直見込角は 2.0°以下であり、主
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要な眺望点からの眺望景観に重大な影響を及ぼす可能性は低い。 

・「小神麓山」、「舘ノ山」 

眺望景観に風力発電機が介在する可能性は低く、垂直見込角も 2.0°以下であり、主要な眺

望点からの眺望景観に重大な影響を及ぼす可能性は低い。 

 

今後の事業計画の検討において、景観資源の分布状況、主要な眺望点の利用状況や眺望景観の見

え方等を把握したうえで、風力発電機の配置計画や環境融和塗色等を検討することにより、重大

な環境影響は実行可能な範囲内で回避・低減されるものと評価する。  
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人と自然との触れ合いの活動の場 

 調査 

 調査手法 

事業実施想定区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況を

既存資料により調査した。 

 
 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 
 調査結果 

事業実施想定区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況は表 

4.3-30 及び図 4.3-9 に示すとおりである。事業実施想定区域及びその周辺には、主要な人と自然

との触れ合いの活動の場が 17 箇所存在する。 

 
表 4.3-30（1） 主要な人と自然との触れ合いの活動の状況 

No. 
人と自然との触れ合いの 

活動の場 
概 要 

1 福沢羽山 
福沢羽山には、羽山塚や羽山神社が位置し、川俣町の北半分と
月舘町、飯野町が一望出来る。 

2 木幡山 

県の名勝天然記念物に指定され、山上には国指定の天然記念物
｢木幡の大スギ｣をはじめ、県指定の三重塔や本社などの建造物
が存在し、美林を永久に保存するため｢健康保安林｣に指定され
ている。 

3 口太山 
登山道や山頂が整備されており、四季を通じて多くの登山客に
親しまれている。 

4 
夏無沼自然公園・ 

キャンプ場 

口太山の登山口であり、山頂まで約 20 分の距離にある。山の
中腹に位置し、キャンプ場がありバンガローや炊事棟が整備さ
れている。 

5 中島の地蔵桜 
水田のほとりにあり、推定樹齢 150 年、樹高約 10 メートル、枝
張り約 30 メートルの紅枝垂れ桜である。 

6 羽山の里クマガイソウ園 
林内に約１万株以上のクマガイソウが植えられている。花期の
春には観光客でにぎわう。 

7 愛蔵寺の護摩ザクラ 
二本松市の旧東和町の戸沢地区にあり羽山（麓山）のふもとに
ある。ベニヒガンザクラの一種で、推定樹齢 800 年であり、噴
水が滴るように、紅色の花をつけ、観光スポットとなっている。 

8 馬洗川渓流 
安達太田川と針道川が合流する地点にあり、馬洗橋から大学橋
までには、小淵滝、八畳岩など様々な見所があり、道沿いには、
車を駐めて休息できる東屋が設置されている。 

9 美花園 
春は山ツツジや花桃が咲く。初夏はアジサイ、夏はサルスベリ
なども楽しめる。 

10 羽山(麓山) 

春には山ツツジ、スズランなどが参道から頂上にかけて咲き誇
り、訪れる登山客の目を楽しませている。また、ふもとは『羽
山りんご』の生産地のため、春にはリンゴの白い花が一斉に咲
き高原らしさを演出している。 

資料：1.「観光イベント」（川俣町 HP、閲覧：令和元年 5月） 

2.「レジャーショップ」（二本松市HP、閲覧：令和元年 5 月） 

3.「にほんまつ観光処」（二本松市HP、閲覧：令和元年5月） 

4．「観光スポット」（二本松市観光連盟HP、閲覧：令和元年5月） 
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表 4.3-30（2） 主要な人と自然との触れ合いの活動の状況 

No. 
人と自然との触れ合いの 

活動の場 
概 要 

11 田沢親水公園 
「日山」登山道入口にある。口太川の河畔に位置し、清い水辺
でひと時を過ごすことができる。 

12 キャラ木の庭園 代々伝わるキャラ木をユニークな形で植栽している。 

13 鬼瓦のツツジ園 
推定樹齢 450～500 年、高さ 2.5m のキリシマツツジの他、2,000
本のツツジが咲く。 

14 合戦場のしだれ桜 
源義家と阿部貞任・宗任兄弟が戦をした古戦場から名の由来と
なっている。樹勢豊かなしだれ桜 2 本が並び、毎年、多くの観
光客が訪れる。 

15 名目津温泉 
旅館の廃業後、市が再建した日帰り温泉施設。口太川の渓流沿
いにあり、地元を中心に隣接市町村からの利用客も多い。 

16 日山キャンプ場 
キャンプ施設及び備品完備の他、バンガロー、バーベキューハ
ウスもあり、尾根沿いで景色が良い。 

17 日山 
県立自然公園に指定され、山頂からの視界も広く、遠方に富士
山を見ることができる。また、標高 1057 メートルの山頂付近に
は三つの社が祭られ、古くから信仰の山として崇められている。 

資料：1.「レジャーショップ」（二本松市HP、閲覧：令和元年 5月） 

2.「公園」（二本松市HP、閲覧：令和元年 5月） 

3.「にほんまつ観光処」（二本松市HP、閲覧：令和元年5月） 

4．「観光スポット」（二本松市観光連盟HP、閲覧：令和元年5月） 
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図 4.3-9 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の位置  

資料： 
1.「観光イベント」（川俣町 HP） 
2.「レジャーショップ」（二本松市 HP） 
3.「公園」（二本松市 HP） 
4.「にほんまつ観光処」（二本松市 HP） 
5．「観光スポット」（二本松市観光連盟 HP） 

（各 HP 閲覧:令和元年 5 月） 
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 予測 

 予測手法 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、事

業実施想定区域との位置関係により、これらの直接改変の可能性の有無を整理した。 

 
 予測地域 

予測地域は、調査地域と同じ範囲とした。 

 
 予測結果 

事業実施想定区域と主要な人と自然との触れ合いの活動の場の位置関係は図 4.3-9 に示すとお

りである。 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「口太山」及び「羽山（麓山）」が事業実施想定

区域に含まれることから、直接改変を受ける可能性があると予測する。 

 
 評価結果 

 評価手法 

予測結果を基に、今後の事業計画の検討における配慮事項等も踏まえ、重大な環境影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されるかどうかを評価することとした。 

 

 評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域内に「口太山」及び「羽山（麓山）」が存在し、直接改変を受け

る可能性がある。 

今後の事業計画の検討において、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況等を把握

したうえで、風力発電機の配置計画等を検討することで、重大な環境影響は実行可能な範囲内で

回避・低減されるものと評価する。 
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総合的な評価 

計画段階配慮事項として選定した「騒音及び超低周波音」、「風車の影」、「動物」、「植物」、「生態

系」、「景観」、「人と自然との触れ合いの活動の場」に関して、表 4.4-1 に示すような環境影響が

懸念されるが、現地調査を行い、その結果を踏まえた上で、今後の事業計画の検討において風力発

電機の配置計画、その他の環境保全措置等について配慮検討を行うことにより、重大な環境影響

は回避・低減されるものと評価する。 

 
表 4.4-1（1） 環境影響が懸念される内容と今後の配慮事項の概要 

環境要素 環境影響が懸念される内容 今後の配慮事項 評価の結果 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域の端部から 2.0km ま

での範囲に、学校等の施設が 2 施設、

住宅が 631 戸存在する。 

周辺の住宅等における騒音

レベルを調査・予測したう

えで、その結果を踏まえ、

風力発電機の配置計画等を

検討する。 

重大な環境影響は

実行可能な範囲内

で回避・低減され

るものと評価する。 

風車の影 事業実施想定区域の端部から 2.0km ま

での範囲に、学校等の施設が 2 施設、

住宅が 631 戸存在する。 

土地利用や地形等の条件を

踏まえ日影となる区域や時

間を把握したうえで、その

結果を踏まえ、風力発電機

の配置計画等を検討する。 

動物 生息環境が変化する可能性があると予

測される重要な種（哺乳類 6 種、鳥類

36 種、爬虫類 5 種、両生類 7 種、昆虫

類 27 種、魚類 19 種、底生動物 4 種）

及び注目すべき生息地（重要な鳥類の

渡り経路）については、生息状況によっ

ては、地形改変及び施設の存在並びに

施設の稼働による影響を受ける可能性

がある。 

 

現地調査により事業実施想

定区域及びその周辺におけ

る重要な動物の生息状況及

び注目すべき生息地の利用

状況を把握したうえで、そ

の結果を踏まえ、重要な動

物の生息状況等に配慮した

土地改変及び樹木伐採面積

の最小化等を検討する。 

植物 生育環境が変化する可能性があると予

測される重要な種（63 種）については、

生育状況によっては、地形改変及び施

設の存在による影響を受ける可能性が

ある。 

現地調査により事業実施想

定区域及びその周辺におけ

る重要な植物の生育状況を

把握したうえで、その結果

を踏まえ、重要な植物の生

育状況等に配慮した土地改

変の最小化、草地環境の維

持等を検討する。 
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表 4.4-1（2） 環境影響が懸念される内容と今後の配慮事項の概要 

環境要素 環境影響が懸念される内容 今後の配慮事項 評価の結果 

生態系 変化する可能性があると予測される

「保安林(国有・民有)」及び「旭鳥獣保

護区」については、改変区域との重なり

の状況によっては、地形改変及び施設

の稼働による影響を受ける可能性があ

る。 

現地調査により事業実施想

定区域及びその周辺におけ

る重要な自然環境のまとま

りの場の状況を把握したう

えで、その結果を踏まえ、

土地改変及び樹木伐採面積

の最小化等を検討する。な

お、保安林等の法令等の制

約を受ける場所において土

地の形質の変更等が生じる

場合には、今後必要な許認

可の取得を進める。 

重大な環境影響は

実行可能な範囲内

で回避・低減され

るものと評価する。 

景観 ①主要な眺望点及び景観資源への影響 

主要な眺望点及び景観資源である「口

太山」及び「羽山（麓山）」については、

直接改変を受ける可能性がある。 

 

②主要な眺望点からの風力発電機の視

認可能性及び眺望景観への影響 

主要な眺望点である「口太山」及び「羽

山(麓山)」からの眺望景観において、風

力発電機が介在する可能性があり、「見

上げるような仰角にあり、圧迫感も強

くなる」程度の視覚的変化が生じる可

能性がある。 

「夏無沼自然公園・キャンプ場」からの

眺望景観において、「やや大きく見え、

景観的にも大きな影響がある（構図を

乱す）。架線もよく見えるようになる。

圧迫感はあまり受けない（上限か）」程

度、「日山キャンプ場」からの眺望景観

において、風力発電機が介在する可能

性があり、「比較的細部まで見えるよう

になり、気になる。圧迫感は受けない」

程度となる可能性がある。 

景観資源の分布状況、主要

な眺望点の利用状況や眺望

景観の見え方等を把握した

うえで、その結果を踏まえ、

風力発電機の配置計画等を

検討する。 
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表 4.4-1（3） 環境影響が懸念される内容と今後の配慮事項の概要 

環境要素 環境影響が懸念される内容 今後の配慮事項 評価の結果 
人と自然との

触れ合いの活

動の場 

事業実施想定区域内に「口太山」及び

「羽山（麓山）」が存在し、直接改変を

受ける可能性がある。 

主要な人と自然との触れ合

いの活動の場の利用状況等

を把握したうえで、風力発

電機の配置計画等を検討す

る。 

重大な環境影響は

実行可能な範囲内

で回避・低減され

るものと評価する。 
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計画段階環境配慮書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地 

 

事業者の名称    ：いであ株式会社 

代表者の氏名    ：代表取締役社長 田畑 彰久 

主たる事務所の所在地：東京都世田谷区駒沢三丁目 15 番 1 号 
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